
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
六
七
）

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）

南　
　

部　
　
　
　
　

篤

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
犯
罪
の
概
念

　

1　

検
討
対
象
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
「
犯
罪
」

　

2　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
登
場

　

3　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
広
が
り

　

4　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
へ

Ⅲ　

法
解
釈
に
よ
る
対
応
の
限
界

　

1　

デ
ー
タ
の
侵
害
と
文
書
犯
罪

　

2　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
た
不
正
な
財
産
的
事
務
処
理
と
財
産
犯
罪

　

3　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
す
る
業
務
へ
の
加
害
行
為
な
ど　
（
以
上
前
号
、
以
下
本
号
）

二
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
六
八
）

Ⅳ　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
を
め
ぐ
る
刑
事
立
法
の
動
向

　

1　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
刑
事
立
法

　

2　

不
正
ア
ク
セ
ス
刑
事
規
制
立
法

　

3　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
立
法

Ⅴ　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
規
制
の
課
題

　

1　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
立
法
の
検
討

　

2　

刑
事
立
法
の
あ
り
方

│
フ
ラ
ン
ス
刑
法
と
の
比
較
か
ら

│

Ⅵ　

む
す
び

Ⅳ　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
を
め
ぐ
る
刑
事
立
法
の
動
向

1　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
刑
事
立
法

（
1
）　

一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
年
）
刑
法
一
部
改
正

一
九
八
〇
年
代
こ
ろ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
を
め
ぐ
る
法
状
況
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
①
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
行
為
と
偽
造
罪
、

②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
加
害
行
為
と
業
務
妨
害
罪
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
財
産
的
利
得
行
為
と
財
産
犯
罪
、
④
デ
ー

タ
の
消
去
行
為
と
毀
棄
罪
な
ど
の
点
で
、
法
解
釈
上
の
困
難
性
か
ら
刑
事
規
制
が
大
き
な
課
題
に
直
面
し
、
拡
張
的
解
釈
に
よ
る
対
応
が

限
界
点
に
達
し
た
感
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
⑤
デ
ー
タ
の
不
正
入
手
、
⑥
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
・
無
権
限
ア
ク
セ
ス
等
、
新
た

な
犯
罪
化
の
要
否
が
検
討
を
迫
ら
れ
る
状
況
に
あ
っ
た

（
62
）

。

二
八



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
六
九
）

そ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
一
九
八
六
年
か
ら
刑
事
立
法
に
向
け
た
具
体
的
な
動
き
が
は
じ
ま
り

（
63
）

、
翌
一
九
八
七
年
五
月
二
七
日
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
関
係
の
処
罰
規
定
の
新
設
を
重
要
部
分
と
す
る
「
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
以
下
「
一
九
八
七
年
改
正
」
と
い

う
。）
が
成
立
し
、
同
年
六
月
二
日
に
公
布
さ
れ
た
。

こ
の
改
正
は
、「
も
と
も
と
現
行
刑
法
に
よ
る
的
確
な
処
罰
が
可
能
で
あ
っ
た
行
為
と
同
様
の
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
出
現
に
伴
い
事
務
処
理
形
態
が
変
化
し
た
た
め
、
的
確
な
処
罰
が
困
難
と
な
っ
た
類
型
の
行
為
に
つ
い
て
、
処
罰
規
定
を
整

備
し
よ
う
と
す
る
」
趣
旨
の
下
に
、
上
の
①
か
ら
④
の
点
に
関
す
る
処
罰
規
定
の
新
設
を
行
う
こ
と
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

（
64
）

。
①

な
い
し
④
の
点
が
、
従
来
の
文
書
偽
造
罪
・
業
務
妨
害
罪
・
財
産
犯
罪
・
毀
棄
罪
に
対
応
す
る
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
罪
の
分
類
と
も

合
致
す
る
の
に
対
し
て
、
⑤
と
⑥
の
点
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
問
題
で
あ
り
保
護
の
範
囲
・
程
度
な
ど
さ
ら
に
種
々
の
観
点
か
ら
検
討
す

べ
き
点
が
多
い
こ
と
か
ら
、
法
制
審
議
会
で
の
審
議
の
段
階
で
立
法
化
は
見
送
ら
れ
た

（
65
）

。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
①
デ
ー
タ
の
改
ざ
ん
行
為
を
捕
捉
す
る
た
め
の
「
電
磁
的
公
正
証
書
原
本
不
実
記
録
・
供
用
罪
（
一
五
七
条
・

一
五
八
条
）」、「
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
（
一
六
一
条
の
二
）」、「
不
正
作
出
電
磁
的
記
録
供
用
罪
（
一
六
一
条
の
二
第
三
項
・
第
四
項
）」、

②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
加
害
行
為
を
捕
捉
す
る
た
め
の
「
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
二
三
四
条
の
二
）」、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
不
正
な
財
産
的
利
得
行
為
を
捕
捉
す
る
た
め
の
「
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
（
二
四
六
条
の
二
）」、
④
デ
ー
タ
の
消

去
行
為
を
捕
捉
す
る
た
め
の
「
電
磁
的
記
録
毀
棄
罪
（
二
五
八
条
・
二
五
九
条
）」、
の
処
罰
規
定
を
新
設
し
、
ま
た
、「
電
磁
的
記
録
の
定

義
（
七
条
の
二
）」
を
設
け
る
も
の
で
あ
っ
た

（
66
）

。

こ
の
改
正
の
特
徴
は
、
ま
ず
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
処
罰
規
定
を
盛
り
込
ん
だ
特
別
法
を
制
定
す
る
と
い
う
方
式
に
依
ら
ず
刑
法
典
中

に
規
定
を
新
設
す
る
方
式
が
と
ら
れ
た
こ
と
、
ま
た
、
法
典
中
に
「
電
子
情
報
処
理
組
織
に
関
連
す
る
罪
」
の
よ
う
な
独
立
の
章
を
設
け

二
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
七
〇
）

る
の
で
は
な
く
、
上
に
み
た
よ
う
に
、
文
書
偽
造
罪
、
業
務
妨
害
罪
、
詐
欺
罪
、
文
書
毀
棄
罪
と
い
っ
た
既
存
の
犯
罪
類
型
を
修
正
・
拡

張
し
た
類
型
を
創
設
し
、
そ
れ
ら
を
従
来
の
条
文
の
前
後
に
配
置
し
、
あ
る
い
は
従
来
の
条
文
中
に
組
み
入
れ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た

点
に
あ
る
。

内
容
的
に
は
、「
不
正
作
出
」
の
概
念
の
導
入
に
よ
り
、
記
録
の
有
形
偽
造
的
行
為
、
無
形
偽
造
的
行
為
を
区
別
せ
ず
に
不
正
な
デ
ー
タ

を
作
り
出
す
行
為
を
捕
捉
す
る
こ
と
と
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
処
罰
範
囲
は
実
質
的
に
拡
張
さ
れ
た
と
も
い
え
る
。
文
書

偽
造
と
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
る
と
、「
文
書
の
信
用
性
（
証
明
機
能
）
の
保
護
」
の
た
め
に
作
成
名
義
の
偽
り
の

有
無
が
問
題
に
な
る
の
だ
か
ら
、「
デ
ー
タ
の
信
用
性
（
証
明
機
能
）
の
保
護
」
の
た
め
に
は
、
そ
の
デ
ー
タ
の
作
成
名
義
を
問
題
に
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
は
、
従
来
の
文
書
偽
造
罪
の
保
護
法
益
と
パ

ラ
レ
ル
に
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
（
デ
ー
タ
の
信
用
性
・
証
明
機
能
）
と
は
大
き
く
異
な
る
、「
情
報
処
理
の
正
し
さ
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

を
保
護
法
益
と
す
る
、
情
報
処
理
阻
害
を
処
罰
す
る
規
定
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
疑
問
が
あ
る
と
い
う
見
方

（
67
）

も
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
業
務
妨
害
罪
に
比
し
て
重
い
法
定
刑
が
設
定
さ
れ
た
点
な
ど
、
特
に
厚
く
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
の
保
護
を
計
ろ
う
と
し
た
側
面
も
な
い
わ
け
で
は
な
い

（
68
）

。

し
か
し
、
諸
外
国
の
立
法
例
と
比
べ
れ
ば
、
概
し
て
慎
重
な
態
度
を
と
っ
た
比
較
的
制
限
的
な
立
法
と
い
い
う
る
も
の
で
あ
る
と
の
評

価
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
従
来
の
犯
罪
の
周
辺
に
あ
る
当
罰
性
が
明
白
な
行
為
に
絞
っ
て
犯
罪
化
が
行
な
わ
れ
た
た
め
、
不
正

ア
ク
セ
ス
な
ど
シ
ス
テ
ム
へ
の
侵
害
行
為
や
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
、
シ
ス
テ
ム
中
の
デ
ー
タ
の
不
正
取
得
（
入
手
）
な
ど
が

欠
落
し
た
立
法
と
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
最
も
大
き
な
問
題
を
孕
ん
だ
テ
ー
マ
を
、
い
わ
ば
「
積
み
残
さ
れ
た
課
題
」
と

し
た
点
が
、
こ
の
わ
が
国
初
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
刑
事
立
法
の
最
大
の
特
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

三
〇



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
七
一
）

（
2
）　

二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
）
刑
法
一
部
改
正

今
日
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
な
ど
多
種
多
様
な
カ
ー
ド
が
普
及
し
、
そ
の
利
便
性
と
安

全
性
等
か
ら
代
金
・
料
金
の
支
払
い
、
預
貯
金
の
引
き
出
し
な
ど
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
各
種
カ
ー
ド
の
著
し
い
発
展

が
、
自
動
化
さ
れ
た
電
子
的
決
済
に
よ
っ
て
瞬
時
に
確
実
に
事
務
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
処
理
は
、
消
費
者
の
所
持
す
る
各
種
カ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ
た
電
磁
的
記
録
を
専
用
の
機
器
が
読
み
取
る
な
ど
、

自
動
化
さ
れ
た
所
定
の
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
実
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
、
社
会
生
活
が
こ
の
よ
う
な
電
子
的

処
理
・
決
済
手
段
の
働
き
に
大
き
く
依
存
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
偽
造
事
案
な
ど
を
契
機
と
し
て
、
電
磁
的
記
録
の
不
正
作
出
行
為
を
犯
罪
化
す
る
よ
う

立
法
的
手
当
て
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、「
ス
キ
ミ
ン
グ
」
と
よ
ば
れ
る
手
口
で
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
電
磁
的
記
録
中
の
情
報

の
み
を
不
正
に
入
手
し
て
、
偽
の
カ
ー
ド
を
作
り
出
し
て
使
用
す
る
と
い
う
犯
行
が
組
織
的
に
行
わ
れ
る
等
被
害
が
急
増
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
偽
造
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
所
持
や
偽
造
の
準
備
行
為
を
処
罰
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
た
め
、
大
量
の
偽
造
カ
ー
ド
を
所
持

す
る
者
が
発
見
さ
れ
て
も
、
ス
キ
ミ
ン
グ
行
為
が
確
認
さ
れ
て
も
、
検
挙
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
支
払
い
決
済
手
段
と
い
う

社
会
的
機
能
の
共
通
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
の
改
ざ
ん
等
は
文
書
偽
造
・
電
磁
的
記
録
不
正

作
出
で
処
罰
さ
れ
、
他
方
、
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
は
有
価
証
券
偽
変
造
と
扱
わ
れ
る
こ
と
で
、
処
罰
さ
れ
る
行
為
の
態
様
や
法
定
刑
に
不

均
衡
を
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る

（
69
）

。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
、
二
〇
〇
一
年
六
月
二
六
日
、
各
種
支
払
用
カ
ー
ド
を
構
成
す
る
電
磁
的
記
録
の
不
正
作
出
、
所
持
、
そ

の
情
報
の
不
正
取
得
な
ど
の
処
罰
規
定
を
整
備
す
る
「
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
以
下
「
二
〇
〇
一
年
改
正
」
と
い
う
。）
が
成
立
し
、

三
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
七
二
）

同
年
七
月
四
日
に
公
布
さ
れ
た
。

改
正
の
内
容
は
、
刑
法
典
の
「
第
十
八
章　

有
価
証
券
偽
造
の
罪
」
の
次
に
、
新
た
な
章
で
あ
る
「
第
十
八
章
の
二　

支
払
用
カ
ー
ド

電
磁
的
記
録
に
関
す
る
罪
」
を
追
加
し
、
①
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
（
一
六
三
条
の
二
第
一
項
）、
②
不
正
作
出
支
払
用

カ
ー
ド
等
供
用
（
一
六
三
条
の
二
第
二
項
）、
③
不
正
作
出
支
払
用
カ
ー
ド
等
譲
渡
・
貸
与
・
輸
入
（
一
六
三
条
の
二
第
三
項
）、
④
不
正
作
出

支
払
用
カ
ー
ド
等
所
持
（
一
六
三
条
の
三
）、
⑤
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
準
備
（
一
六
三
条
の
四
）
の
各
規
定
を
新
設
す
る
も

の
で
あ
る
。
⑤
の
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
の
準
備
行
為
に
関
す
る
規
定
は
、
ⓐ
カ
ー
ド
の
不
正
作
出
の
た
め
の
情
報
を
取
得
す
る
行
為
と

情
報
を
提
供
す
る
行
為
を
（
同
条
一
項
）、
ⓑ
そ
の
情
報
を
保
管
す
る
行
為
を
（
同
条
二
項
）、
ⓒ
不
正
作
出
の
た
め
の
器
械
、
原
料
の
準
備

行
為
を
（
同
条
三
項
）
を
処
罰
対
象
と
し
て
規
定
し
て
い
る

（
70
）

。

立
案
当
局
の
見
解
で
は
、
本
罪
は
、
支
払
用
カ
ー
ド
を
構
成
す
る
電
磁
的
記
録
の
真
正
、
ひ
い
て
は
こ
れ
ら
支
払
用
カ
ー
ド
を
用
い
た

支
払
い
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を
保
護
法
益
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
通
貨
偽
造
の
罪
、
有
価
証
券
偽
造
の
罪
と
並
ぶ
偽
造
罪
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
71
）

。
し
か
し
、
電
磁
的
記
録
部
分
を
有
す
る
各
種
の
支
払
用
カ
ー
ド
の
多
く
が
、
自
動
化
さ
れ
た
機
械
に
用
い
る
こ

と
を
予
定
し
て
お
り
、
中
に
は
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
よ
う
に
対
人
的
な
使
用
を
想
定
し
て
い
な
い
も
の
も
多
い
こ
と
か
ら
は
、
人
の
判

断
作
用
を
前
提
と
す
る
従
来
の
各
種
偽
造
罪
と
は
異
な
る
性
質
の
法
益
を
保
護
す
る
犯
罪
類
型
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

疑
問
が
生
じ
る

（
72
）

。
こ
の
点
は
、
後
に
検
討
を
加
え
る
。

な
お
、
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
準
備
罪
（
一
六
三
条
の
四
）
は
、
電
磁
的
記
録
の
情
報
の
取
得
、
提
供
、
保
管
の
処
罰

を
規
定
し
た
。
こ
の
、
情
報
自
体
を
、
初
め
て
構
成
要
件
の
中
に
侵
害
行
為
の
向
け
ら
れ
る
客
体
と
し
て
取
り
込
む
規
定
が
設
け
ら
れ
た

点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
偽
の
支
払
用
カ
ー
ド
を
不
正
に
作
る
目
的
で
行
わ
れ
る
カ
ー
ド
情
報
の
「
ス
キ
ミ
ン
グ
」
と
い
う
、
ま

三
二



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
七
三
）

さ
に
物
の
占
有
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
情
報
だ
け
を
す
く
い
取
る
手
口
を
直
接
捕
捉
し
よ
う
と
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
刑
法
が
、
容
易
に
物
か
ら
分
離
し
て
取
得
・
複
製
・
保
存
・
利
用
さ
れ
る
情
報
を
、
正
面
か
ら
捉
え
る
必
要
に
応
え
た
も
の
で
あ

る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

（
73
）

。

2　

不
正
ア
ク
セ
ス
刑
事
規
制
立
法

（
1
）　

不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
制
定
の
背
景

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
一
九
八
七
年
改
正
の
際
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
法
侵
入
（
不
正
ア
ク
セ
ス
）
行
為
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
犯
罪
化
が
見
送
ら
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
デ
ー
タ
の
不
正
操

作
・
不
正
入
手
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
・
破
壊
と
い
っ
た
諸
類
型
の
予
備
的
手
段
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
情
報
処
理
機
能

に
対
す
る
実
質
的
加
害
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
と
さ
れ
た

（
74
）

。
外
部
か
ら
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
行
為
が

管
理
さ
れ
て
い
る
状
態
は
、
未
だ
刑
罰
的
保
護
が
必
要
な
も
の
と
は
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
急
激
な
普
及
に
よ
り
状
況
は
一
変
す
る
。
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ

ム
・
デ
ー
タ
な
ど
個
々
の
部
分
の
保
護
か
ら
、
そ
れ
ら
の
機
器
、
通
信
環
境
、
技
術
の
結
合
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
」
の
機
能
が
、
社
会
の
最
も
重
要
な
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
保
護
の
必
要
性
が
自
覚

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
従
来
、
閉
じ
た
内
部
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
て
い
た
研
究
機
関
や
行
政

機
関
、
金
融
機
関
等
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
も
、
今
日
で
は
一
般
に
開
放
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
環
境
の
中
で
利
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る

（
75
）

。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
背
景
に
、
一
九
九
九
年
八
月
一
三
日
、
不
正
ア
ク
セ
ス
を
禁
止
し
、
罰
則
そ
の
他
の
規
定
を
定
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

三
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
七
四
）

ク
を
介
し
て
行
わ
れ
る
犯
罪
の
防
止
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
秩
序
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁

止
等
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
同
年
二
月
に
公
布
さ
れ
た

（
76
）

。

（
2
）　

不
正
ア
ク
セ
ス
罪
の
保
護
法
益
と
問
題
点

本
法
が
処
罰
対
象
と
す
る
行
為
の
中
心
、
不
正
ア
ク
セ
ス
と
は
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
の
あ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
、
電
気
通
信
回
線
を

通
じ
て
、
権
限
な
く
接
続
を
確
立
す
る
行
為
を
い
う
（
同
法
二
条
四
項
）。
こ
れ
は
、「
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
の
存
在
」
と
「
無
権
限
の
ア
ク

セ
ス
」
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
侵
害
を
捉
え
処
罰
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

よ
う
な
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
処
罰
す
る
理
由
は
、「
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
よ
る
利
用
権
者
等
の
識
別
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を
害
す

る
こ
と
に
よ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
の
抑
止
力
を
失
わ
せ
て
こ
れ
を
助
長
す
る
お
そ
れ
を
生
じ

さ
せ
る
と
と
も
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
無
秩
序
な
状
態
に
し
、
安
心
し
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
で
き
な
い
事
態
を
招
い
て
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
相
互
の
接
続
を
抑
制
し
、
ひ
い
て
は
高
度
情
報
通
信
社
会
の
健
全
な
発
展
を
阻
害
す
る
危
険
性
を
有
す
る

（
77
）

」
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
罪
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
秩
序
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を
保
護
法
益
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
八
七
年
改
正
以
来
の
状
況
の
変
化
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
外
部
か
ら
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
管
理
さ
れ
て
い
る
状
態
自

体
を
刑
罰
で
保
護
す
べ
き
、
と
の
認
識
を
導
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
無
権
限
の
ア
ク
セ
ス
を
財
産
犯
罪
等
の
予
備
罪
的
な
行
為
と
す
る

認
識

（
78
）

は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
発
展
段
階
が
、
適
正
な
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ん
で
い
る
状
態
自
体
に
刑
罰
に
よ
る
保
護
の
必

要
性
を
認
め
る
ほ
ど
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

な
お
、
本
罪
が
財
産
犯
罪
等
の
予
備
罪
的
性
格
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
本
罪
＝
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
手
段
に
、（
そ
れ
自
体
は

直
接
の
罰
則
を
欠
く
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
や
デ
ー
タ
の
不
正
入
手
が
行
わ
れ
る
場
合
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
で
捕
捉
可
能
と

三
四



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
七
五
）

な
っ
た
段
階
で
処
罰
が
可
能
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
情
報
の
不
正
取
得
等
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
無
権
限
の
ア
ク
セ

ス
を
処
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
情
報
に
対
す
る
刑
罰
的
保
護
と
し
て
働
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
も
い

え
る

（
79
）

。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
の
改
正
に
よ
っ
て
「
不
正
競
争
防
止
法
」
に
導
入
さ
れ
た
、
営
業
秘
密
の
不
正
取
得
、
使
用
お
よ
び
開
示
を
処

罰
す
る
規
定

（
80
）

は
、「
管
理
侵
害
行
為
」
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
営
業
秘
密
を
不
正
に
使
用
す
る
行
為
、
開
示
す
る
行
為
等
を
処
罰
し
て
い

る
が
、
こ
こ
に
い
う
管
理
侵
害
行
為
の
一
つ
と
し
て
「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
」
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
一
定
の
情
報
の
不
正
使
用
等
が
可
罰
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
81
）

。

3　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
立
法

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
発
展
・
普
及
が
一
層
進
む
な
か
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
犯
罪
や
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
侵

害
対
象
と
す
る
犯
罪
は
猛
威
を
ふ
る
い
続
け
た

（
82
）

。
前
者
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
犯
罪
に
は
、
詐
欺
を
は
じ
め
と
し
て
多
様
な
も
の
が
含
ま

れ
る
が
、
①
電
子
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
た
わ
い
せ
つ
物
頒
布
等
の
罪
の
適
用
に
関
し
解
釈
上
の
問
題
を
生
じ
て
い
た
。
後
者
の
シ
ス
テ
ム
を

侵
害
す
る
不
正
行
為
に
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
な
ど
が
含
ま
れ
る
が
、
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
の
問
題
に
関
し
、
立
法
に
よ
る
対
処

が
待
た
れ
て
い
た
。
ま
た
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
関
す
る
条
約
（C

ouncil of E
urope C

onvention on C
ybercrim

e

」

（
二
〇
〇
一
年
一
一
月
八
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
閣
僚
委
員
会
採
択
、
同
月
二
三
日
、
わ
が
国
も
署
名
）
の
批
准
に
向
け
、
国
内
法
整
備
の
一
環
と

し
て
法
改
正
を
要
す
る
事
態
が
続
い
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
当
初
の
法
案
提
出
か
ら
七
年
あ
ま
り
を
経
て
、
二
〇
一
一
年
六
月
一
七
日
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
関
係
の
罰
則

等
の
整
備
を
中
心
と
す
る
「
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
し
、
同
月
二
四
日

三
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
七
六
）

に
公
布
さ
れ
た

（
83
）

。
以
下
に
、
上
の
①
、
②
の
点
に
関
す
る
改
正
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

（
1
）　

わ
い
せ
つ
物
頒
布
等
の
罪
関
係

改
正
前
の
わ
い
せ
つ
物
頒
布
等
の
罪
（
刑
法
一
七
五
条
）
は
、「
わ
い
せ
つ
な
文
書
、
図
画
そ
の
他
の
物
」
の
陳
列
行
為
等
を
処
罰
の
対

象
と
し
て
い
た
た
め
、
有
体
物
以
外
は
客
体
と
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
典
型
的
な
も
の
と
し
て
は
、
写
真
や
絵
画
の
よ
う
に
わ
い

せ
つ
な
映
像
が
そ
こ
に
表
示
さ
れ
た
可
視
的
対
象
物
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
映
画
フ
ィ
ル
ム
や
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
録
音
テ
ー
プ
な
ど
再

生
用
機
器
を
用
い
て
わ
い
せ
つ
情
報
を
発
現
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
形
態
の
物
も
含
め
て
客
体
と
さ
れ
て
き
た

（
84
）

。

陳
列
行
為
の
客
体
は
、
フ
ィ
ル
ム
、
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
、
録
音
テ
ー
プ
と
い
う
わ
い
せ
つ
情
報
が
固
定
さ
れ
た
有
体
物
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
手
法
は
、
や
が
て
登
場
し
た
パ
ソ
コ
ン
通
信
、
さ
ら
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
わ
い
せ
つ
画
像
提
供
行
為
を

わ
い
せ
つ
物
陳
列
罪
に
問
う
多
く
の
裁
判
例

│
そ
こ
で
は
わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ
を
保
存
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
が

客
体
と
捉
え
ら
れ
た

│
に
引
き
継
が
れ
て
い
き
、
や
が
て
最
高
裁
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る

（
85
）

。

こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
、「
わ
い
せ
つ
性
の
顕
在
化
の
容
易
性
を
条
件
と
し
て
、
そ
の
物
自
体
か
ら
直
接
的
な
わ
い
せ
つ
性
の
認
識
可

能
性
ま
で
は
要
求
せ
ず
、
他
方
で
そ
の
物
に
つ
い
て
の
有
体
物
性
は
堅
持
す
る
と
い
う
、
一
七
五
条
の
罪
の
客
体
性
に
つ
い
て
の
従
来
か

ら
の
判
例
解
釈
上
の
展
開
を
踏
襲
す
る
も
の

（
86
）

」
と
か
、「
従
来
、
す
で
に
実
務
上
固
ま
っ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
の
よ
う
な

法
的
処
理
が
、「
最
高
裁
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
た

（
87
）

」
と
の
評
価
が
示
さ
れ
た
が
、
画
像
デ
ー
タ
自
体
を
陳
列
の
客
体
と
す
る
構
成
を
採
る

裁
判
例

（
88
）

や
、
画
像
デ
ー
タ
自
体
を
客
体
と
解
す
る
学
説

（
89
）

も
あ
り
、
学
説
上
の
争
い
は
収
束
し
た
と
は
い
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

ま
た
、
最
高
裁
に
よ
り
承
認
さ
れ
た
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
客
体
説
は
、
そ
の
説
明
が
不
自
然
で
技
巧
的
な
印
象
を
与
え
る
点
を
除
け
ば
、

妥
当
な
結
論
を
導
く
無
難
な
解
釈
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
電
子
メ
ー
ル
を
用
い
た
わ
い
せ
つ
画
像
送
信
事
案
の
発
生
が
、
そ
の
よ

三
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う
な
法
解
釈
の
限
界
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ネ
ッ
ト
上
の
広
告
に
応
じ
て
代
金
を
支
払
っ
た
客
宛
に
画
像
デ
ー
タ
を
電
子

メ
ー
ル
添
付
で
送
信
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
、
わ
い
せ
つ
物
販
売
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
画
像
デ
ー
タ

自
体
を
同
罪
の
客
体
と
認
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
こ
れ
を
認
め
て
有
罪
を
言
い
渡
し
た
二
件
の
判
決
が
現
れ
た

（
90
）

が
、
い

ず
れ
も
、
客
体
の
有
体
物
性
の
要
求
を
説
得
力
の
不
十
分
な
説
明
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
強
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
た
の
で
あ

る
（
91
）

。こ
う
し
て
、
電
子
デ
ー
タ
を
用
い
た
事
案
の
よ
う
な
、
当
罰
性
に
お
い
て
従
来
の
わ
い
せ
つ
物
販
売
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
も
の

│
法
益
侵
害
性
の
点
で
は
よ
り
悪
質
と
も
い
え
る
事
案

│
の
処
罰
が
不
可
能
に
な
り
、
立
法
的
解
決
が
必
要
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
改
正
に
よ
り
、
①
一
七
五
条
の
客
体
に
、「
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
」
が
つ
け
加
え
ら
れ
、
②
同
条
後
段
に
、

「
電
気
通
信
の
送
信
に
よ
り
わ
い
せ
つ
な
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
記
録
を
頒
布
し
た
者
」
を
、
同
様
に
罰
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
①
頒
布
と
公
然
陳
列
の
客
体
の
例
示
に
、「
電
磁
的
記
録
に
係
る
記
録
媒
体
」
を
付
け
加
え
た
部
分
は
、
前
述
の
最
高
裁
の

判
例
を
追
認
し
た
も
の
で
あ
り
、
処
罰
範
囲
を
明
確
に
す
る
と
い
う
意
義
を
認
め
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
の
電
気
通
信
の
送
信
に
よ

る
わ
い
せ
つ
な
電
磁
的
記
録
の
頒
布
を
処
罰
す
る
規
定
を
設
け
た
点
は
、
処
罰
範
囲
を
拡
張
し
、
電
子
メ
ー
ル
送
信
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を

捕
捉
可
能
に
す
る
と
い
う
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
陳
列
に
よ
る
場
合
は
、
客
体
が
有
体
物
に
限
定
さ
れ
る
が
、
頒
布
に
よ
る
場
合
は
有
体
物
で
あ
る
と
、
無
形
の
電
磁
的
記
録

自
体
で
あ
る
と
を
問
わ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
経
由
で
送
信
す
る
頒
布
の
場
合
は
客
体
足
り
う
る
の
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

経
由
の
陳
列
の
場
合
は
客
体
足
り
え
な
い
こ
と
と
な
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
ま
た
、「
電
気
通
信
の
送
信
に
よ
り
わ
い

三
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法
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八
巻
第
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（
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〇
一
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年
二
月
）

（
三
七
八
）

せ
つ
な
電
磁
的
記
録
そ
の
他
の
記
録
を
頒
布
し
た
」
と
は
、
電
子
メ
ー
ル
へ
の
フ
ァ
イ
ル
添
付
に
よ
る
場
合
を
想
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
が
、
前
段
に
い
う
、
記
録
媒
体
の
公
然
陳
列
が
想
定
す
る
、
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
に
よ
る
わ
い
せ
つ
画
像
の
提
供
も
、「
電
気
通
信
の
送
信
」

に
よ
る
電
磁
的
記
録
送
付
行
為
と
み
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

（
92
）

。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
は
、
こ
の
改
正
が
、
一
方
で
有
体
物
性
の
要
求

に
拘
り
な
が
ら
、
同
時
に
処
罰
の
間
隙
を
埋
め
る
た
め
に
電
磁
的
記
録
等
の
送
信
行
為
を
捕
捉
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
、
電
子
デ
ー
タ

等
と
物
と
の
関
係
の
整
合
的
な
把
握
を
欠
い
た
ま
ま
に
規
定
の
新
設
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
払
拭
で
き
な
い
の
で

あ
る

（
93
）

。
（
2
）　

不
正
指
令
電
磁
的
記
録
作
成
関
係

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
」
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
侵
入
し
て
ユ
ー
ザ
ー
の
意
図
と
は
異
な
る
動
作
を
さ
せ
る
よ
う
作
ら
れ
た
不

正
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
、
生
物
に
感
染
す
る
病
原
体
に
な
ぞ
ら
え
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
表
現
で
あ
る
が
、
一
九
八
四
年
に
ア
メ
リ

カ
の
研
究
者
に
よ
っ
て
使
わ
れ
た
の
が
最
初
の
用
例
と
さ
れ
る

（
94
）

。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
九
八
八
年
に
ア
メ
リ
カ
製
輸
入
ソ
フ
ト
の

ウ
ィ
ル
ス
感
染
が
初
め
て
発
覚
し
、
ま
た
同
年
に
、
日
本
電
気
社
が
主
催
す
る
国
内
最
大
級
パ
ソ
コ
ン
通
信
の
Ｐ
Ｃ
│

Ｖ
Ａ
Ｎ
上
で
ウ
ィ

ル
ス
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
後
次
々
と
ウ
ィ
ル
ス
の
被
害
が
明
ら
か
に
な
り
、
情
報
化
社
会
を
脅
か
す
大
き
な
脅
威
と
し
て
注
目
を
集
め
た
。

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
元
年
」
な
ど
と
呼
ば
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
以
前
の
事
案
で
あ
り
、
一
般
の
ユ
ー
ザ
ー

の
な
か
に
ネ
ッ
ト
経
由
で
ウ
ィ
ル
ス
が
感
染
力
・
破
壊
力
を
発
揮
す
る
時
期
の
到
来
以
前
の
こ
と
で
あ
る

（
95
）

。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
は
、
経
済
産
業
省
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
基
準
」（
通
商
産
業
省
告
示
・
第
一
三
九
号
）
に
よ
れ

ば
、﹇
第
三
者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
デ
ー
タ
べ
ー
ス
に
対
し
て
意
図
的
に
何
ら
か
の
被
害
を
及
ぼ
す
よ
う
に
作
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、

①
自
己
伝
染
機
能
（
自
ら
の
機
能
に
よ
っ
て
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
自
ら
を
コ
ピ
ー
し
又
は
シ
ス
テ
ム
機
能
を
利
用
し
て
自
ら
を
他
の
シ
ス
テ
ム
に
コ

三
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ピ
ー
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
の
シ
ス
テ
ム
に
伝
染
す
る
機
能
）、
②
潜
伏
機
能
（
発
病
す
る
た
め
の
特
定
時
刻
、
一
定
時
間
、
処
理
回
数
等
の
条
件
を
記

憶
さ
せ
て
、
発
病
す
る
ま
で
症
状
を
出
さ
な
い
機
能
）、
③
発
病
機
能
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
デ
ー
タ
等
の
フ
ァ
イ
ル
の
破
壊
を
行
っ
た
り
、
設
計
者
の
意
図

し
な
い
動
作
を
す
る
等
の
機
能
）
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
一
つ
以
上
の
機
能
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。﹈
と
定
義
さ
れ
る

（
96
）

。
ま
た
、
警
察
庁
は
、

﹇
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
と
は
、
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
不
正
命
令
）
で
あ
っ
て
、
増
殖
機
能
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
正
常
な
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
組
み
込
ま
れ
た
状
態
で
存
在
す
る
も
の
を
い
う
。﹈
と
定
義
づ
け
て
い
る

（
97
）

。
な
お
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
シ
ス
テ
ム
の
正
常
な
動
作
に
害
を
も
た
ら
す
多
種
多
様
な
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
「
家
族
の
一
員
」
で
あ
る

│
刑
事
規
制
の
対
象
と

す
べ
き
は
、
ウ
ィ
ル
ス
を
含
む
そ
れ
ら
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
総
体
と
い
う
こ
と
に
な
る

│
と
い
わ
れ
て
い
る

（
98
）

。

前
出
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
基
準
（
経
済
産
業
省
（
制
定
時
、
通
商
産
業
省
）
告
示
）」
に
基
づ
い
て
、
感
染
被
害
を
発
見
し

た
場
合
は
、「
被
害
の
拡
大
お
よ
び
再
発
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
経
済
産
業
大
臣
が
別
に
指
定
す
る
公
的
機
関
に
届
け
出
る

こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
指
定
公
的
機
関
で
あ
る
情
報
処
理
推
進
機
構
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ル
ス
届
出
件
数
は
、
制
度

が
開
始
し
た
一
九
九
〇
年
の
一
四
件
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
に
一
〇
、〇
〇
〇
件
代
に
急
増
し
、
二
〇
〇
五
年
の
ピ
ー
ク
時
に
は

五
四
、一
七
四
件
と
な
り
、
二
〇
一
〇
年
に
は
一
三
、〇
〇
〇
件
あ
ま
り
と
、
現
在
は
や
や
減
少
傾
向
を
み
せ
て
い
る

（
99
）

も
の
の
、
ウ
ィ
ル
ス

が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
円
滑
な
情
報
処
理
を
阻
害
す
る
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
刑
事
立
法
に
よ
る
対
応
が
必
要
な
事
態
が
続
い
て
い
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
一
六
年
第
一
五
九
回
国
会
に
最
初
の
法
案
が
提
出
さ
れ

て
以
来
、
本
刑
事
立
法
が
実
現
す
る
ま
で
に
七
年
を
要
し
た
理
由
は
、
法
案
中
に
「
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
罪
の
新
設
を
含
む
…
罰
則
規

定
が
含
ま
れ
て
お
り
、
特
に
同
罪
の
新
設
に
つ
い
て
様
々
な
意
見
が
あ
っ
た
こ
と
」
に
あ
る
と
さ
れ
る

（
100
）

。

こ
の
間
に
は
、
た
と
え
ば
人
気
ア
ニ
メ
画
像
の
入
っ
た
ウ
ィ
ル
ス
を
不
特
定
多
数
に
配
布
・
感
染
さ
せ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
動
作
阻
害

三
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（
三
八
〇
）

等
を
惹
起
し
た
ケ
ー
ス
に
、
器
物
損
壊
罪
適
用
を
断
念
し
、
著
作
権
法
違
反
で
立
件
し
た
事
案

（
101
）

や
、
本
改
正
法
施
行
の
約
一
年
前
の

「
タ
コ
イ
カ
ウ
ィ
ル
ス
」
と
呼
ば
れ
る
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
他
人
の
パ
ソ
コ
ン
に
感
染
さ
せ
て
デ
ー
タ
を
使
用
不
能
に
し
た
ケ
ー
ス
に
、

ウ
ィ
ル
ス
作
成
を
直
接
罰
す
る
規
定
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
の
物
理
的
破
壊
を
と
も
な
わ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
器

物
損
壊
罪
を
適
用
し
て
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
判
決
が
出
さ
れ
る

（
102
）

な
ど
、
刑
法
解
釈
の
限
界
線
上
で
処
罰
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
す
る

実
務
の
対
応
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
改
正
に
よ
り
、
刑
法
典
の
「
第
一
九
章　
印
章
偽
造
の
罪
」
の
次
に
、
新
た
に
「
第
一
九
章
の
二　
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
に
関
す

る
罪
」
の
章
が
挿
入
さ
れ
、
一
六
八
条
の
二
（
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
作
成
等
）
と
一
六
八
条
の
三
（
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
取
得
等
）
の
二
つ

の
条
文
が
新
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
八
七
年
改
正
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
二
三
四
条
二
（
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
）
の
罪
の
未
遂
処

罰
規
定
が
新
設
さ
れ
た
。

中
心
と
な
る
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
（
以
下
「
ウ
ィ
ル
ス
」
と
い
う
）
作
成
罪
は
、﹇
正
当
な
理
由
な
く
、
他
人
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
実

行
さ
せ
る
目
的
で
、
ユ
ー
ザ
ー
の
意
図
に
沿
う
動
作
を
さ
せ
ず
、
ま
た
は
そ
の
意
図
に
反
す
る
動
作
を
さ
せ
る
よ
う
な
不
正
な
指
令
を
与

え
る
電
磁
的
記
録
等
を
作
成
し
、
提
供
す
る
行
為
﹈
を
処
罰
す
る
犯
罪
類
型
（
一
六
八
条
の
二
第
一
項
）
で
あ
る
。
加
え
て
、
ウ
ィ
ル
ス
供

用
・
取
得
・
保
管
の
各
罪
（
一
六
八
条
の
二
第
二
項
・
同
三
項
・
一
六
八
条
の
三
）
が
設
け
ら
れ
た

（
103
）

。

本
罪
は
、
人
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
用
す
る
と
き
に
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、
そ
の
意
図
に
沿
っ
た
動
作
を
さ
せ
ず
、

ま
た
は
そ
の
意
図
に
反
す
る
動
作
を
さ
せ
る
よ
う
な
不
正
な
指
令
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
信
頼
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
社
会
一
般
の
信
頼
」
を
保
護
法
益
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
書
偽
造
の
罪
等
と
同
様
に
社

会
的
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
さ
れ
る

（
104
）

。

四
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ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
八
一
）

ウ
ィ
ル
ス
に
よ
る
実
害
発
生
に
着
目
し
、
電
磁
的
記
録
毀
棄
罪
や
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
の
予
備
罪
的
構
成
と
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
立
法
者
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を
保
護
法
益
と
し
、
ウ
ィ
ル
ス
の
も
た
ら

す
各
種
実
害
と
は
無
関
係
の
独
自
の
犯
罪
類
型
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
す
で
に
法
案
段
階
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ル
ス
作
成
行
為
は
、「
社
会

に
害
悪
を
も
た
ら
す
根
源
を
生
み
出
す
行
為
と
し
て
、
重
い
犯
罪
性
を
備
え
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
単
な
る
加
害

行
為
の
予
備
と
の
評
価
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
通
貨
偽
造
罪
が
…
単
な
る
詐
欺
罪
の
予
備
に
と
ど
ま
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
と
同
様
で
あ
る

（
105
）

。」
と
述
べ
、
こ
の
よ
う
な
罪
質
・
構
造
の
類
型
と
し
て
構
想
す
る
こ
と
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
見
解

が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
罪
が
実
害
と
切
り
離
さ
れ
た
独
自
の
類
型
と
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
法

益
の
抽
象
化
に
よ
っ
て
事
実
上
の
処
罰
の
早
期
化
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
適
用
範
囲
の
重
複
な
ど
未
解
決
の
問
題
も
あ
る
等
か
ら
、

ウ
ィ
ル
ス
罪
を
予
備
罪
的
行
為
を
処
罰
す
る
罪
と
構
成
し
た
上
で
処
罰
範
囲
の
限
定
を
図
る
と
い
う
選
択
肢
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
す
る
批
判
も
加
え
ら
れ
て
い
る

（
106
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討
を
加
え
る
。

（
62
） 

ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
は
一
定
の
レ
ベ
ル
に
情
報
化
が
達
成
さ
れ
た
社
会
に
必
然
的
に
生
じ
る
問
題
現
象
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
先
進
諸

国
に
共
通
の
重
要
課
題
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
代
か
ら
州
法
、
連
邦
法
の
立
法
の
動
き
が
始
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
一
九
八
四

年
に
連
邦
法
が
成
立
し
、
一
九
八
五
年
に
カ
ナ
ダ
、
一
九
八
六
年
に
西
ド
イ
ツ
、
一
九
八
七
年
に
日
本
（
本
法
）、
一
九
八
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
、
と

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
処
罰
の
た
め
の
刑
事
立
法
が
相
次
い
だ
こ
と
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
（
廣
畑
史
朗
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
諸
外
国
の
立
法

（
上
）・（
下
）」
警
察
學
論
集
三
六
巻
四
号
八
八
頁
・
三
六
巻
五
号
一
二
二
頁
（
一
九
八
三
）、
山
口
厚
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪

処
罰
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
四
六
号
（
一
九
八
五
）
三
五
頁
、
井
田
良
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
へ
の
対
応
」
同
誌
同
号
四
二
頁
、

河
村
博
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
刑
事
立
法
」
同
誌
同
号
四
七
頁
、
林
幹
人
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
規
制
立

四
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
八
二
）

法
（
上
）（
下
）」
判
例
時
報
一
二
〇
二
号
六
頁
・
一
二
〇
四
号
一
二
頁
（
一
九
八
六
）、
ク
ラ
ウ
ス
・
テ
ィ
ー
デ
ィ
マ
ン
（
神
山
敏
雄
訳
）「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
一
九
八
六
年
の
西
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
（
一
）・（
二
完
）」
警
察
研
究
五
九
巻
二
号
三
頁
・
三
号
一
六
頁
（
一
九
八
七
）、
神
山
敏
雄

「
西
独
に
お
け
る
第
二
次
経
済
犯
罪
対
策
法
の
制
定
」
法
律
時
報
五
八
巻
一
一
号
（
一
九
八
七
）
五
三
頁
、
山
口
厚
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
デ
ー
タ
の
刑
罰
に
よ
る
保
護
」
刑
法
雑
誌
二
八
巻
四
号
（
一
九
八
八
）
五
四
九
頁
、
瀬
川
晃
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪

と
デ
ー
タ
の
保
護
」
刑
法
雑
誌
二
八
巻
四
号
（
一
九
八
八
）
五
六
九
頁
、
井
田
良
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
処
罰
規
定
と
デ
ー
タ

の
保
護
」
刑
法
雑
誌
二
八
巻
四
号
（
一
九
八
八
）
五
九
一
頁
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
」
法
学
紀
要
二
九
巻
一
六
九
頁

（
一
九
八
八
）、
拙
稿
「
情
報
処
理
関
連
不
正
行
為
に
関
す
る
一
九
八
八
年
一
月
五
日
の
法
律
第
八
八
│

一
九
号
」
国
学
院
法
学
二
六
巻
一
号
二
七
九

頁
（
一
九
八
八
）、
拙
稿
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
一
九
八
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
一
部
改
正
」
日
本
法
学
五
五
巻
四
号
九
三
頁
（
一
九
九
〇
）、
恒

光
徹
「
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
八
八
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
に
つ
い
て
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
三
八
巻
四
号
（
一
九
八
九
）
九
三
頁
、
な
ど
参
照
）。

（
63
） 

法
制
審
議
会
に
対
す
る
、「
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
組
織
の
普
及
に
か
ん
が
み
、
緊
急
に
刑
法
そ
の
他
の
罰
則
整
備
す
る
必
要
が
あ
る

か
。
あ
る
と
す
れ
ば
そ
の
骨
子
を
示
さ
れ
た
い
。」
と
の
諮
問
が
行
わ
れ
、
審
議
が
開
始
さ
れ
、
翌
年
、
所
定
の
改
正
を
行
う
べ
き
こ
と
を
内
容
と

す
る
「
刑
法
一
部
改
正
の
骨
子
」
が
採
択
さ
れ
る
（
米
澤
慶
治
編
『
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
解
説
』
立
花
書
房
（
一
九
八
八
）
一
三
頁
以
下
）。

（
64
） 

米
澤
慶
治
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
概
要
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
九
号
（
一
九
八
七
）
六
五
頁
。
学
説
の
側
か
ら
も
、「
今
回
の
改
正
は
、
い
わ

ゆ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
つ
い
て
整
備
さ
れ
た
処
罰
規
定
を
設
け
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
現
行
法
上
の
犯
罪
類
型
を
基
礎
に
し
て
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
の
普
及
に
よ
っ
て
生
じ
た
可
罰
性
の
間
隙
を
埋
め
…
あ
る
い
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
に
関
わ
る
不
正
行
為
の
重
大
性
に
見
合
っ
た
処
罰

を
規
定
す
る
…
と
い
う
も
の
で
あ
」
っ
て
、「
今
回
の
改
正
提
案
は
当
面
の
必
要
に
即
し
た
抑
制
的
な
も
の
だ
と
い
え
る
」
と
い
う
評
価
が
加
え
ら

れ
て
い
た
（
中
森
喜
彦
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
の
一
部
改
正
」
法
学
教
室
八
一
号
（
一
九
八
七
）
九
三
頁
）。

（
65
） 

米
澤
慶
治
編
『
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
解
説
』
前
掲
（
註（
63
））
一
四
│
一
五
頁
）。

（
66
） 

こ
の
改
正
を
扱
っ
た
論
稿
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
が
、
主
な
も
の
と
し
て
、〈
特
集
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
改
正
：
山
口
厚
「
電
磁
的

記
録
と
文
書
犯
罪
規
定
の
改
正
」、
芝
原
邦
爾
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
よ
る
情
報
処
理
と
業
務
妨
害
罪
」、
西
田
典
之
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
不
正
操

作
と
財
産
犯
」〉
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
五
号
四
頁
（
一
九
八
七
）、
古
田
佑
紀
・
多
谷
千
香
子
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
概
説
（
一
）」
警
察
学
論
集
四
〇

四
二



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
八
三
）

巻
八
号
三
一
頁
（
一
九
八
七
）、
的
場
純
男
・
川
村
博
「
同
（
二
）」
同
四
〇
巻
九
号
一
二
九
頁
（
一
九
八
七
）、
鶴
田
六
郎
＝
横
畠
裕
介
「
同

（
三
）」
同
四
〇
巻
一
〇
号
一
九
一
頁
（
一
九
八
七
）、
横
畠
裕
介
「
同
（
四
）」
同
四
〇
巻
一
一
号
一
〇
七
頁
（
一
九
八
七
）、
横
畠
裕
介
「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
一
部
改
正
の
概
要
（
一
）
〜
（
三
完
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
三
八
〇
号
一
三
頁
、
三
八
一
号
三
六
頁
、
三
八
二

号
三
〇
頁
（
一
九
八
七
）、
川
村
博
「
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
概
要
に
つ
い
て
」
警
察
研
究
五
八
巻
一
〇
号
三
三
頁
（
一
九
八
七
）、
的
場
純
男
・
河

村
博
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
Ｑ
＆
Ａ
』
三
協
法
規
（
一
九
八
八
）、
日
弁
連
編
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
現
代
刑
法
』
三
省
堂
（
一
九
九
〇
）
な
ど

が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
改
正
法
施
行
直
後
の
適
用
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
恵
一
＝
角
田
正
紀
「
刑
法
一
部
改
正
（
昭
和

六
二
年
）
以
後
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
（
一
）・（
二
）・（
三
）・（
四
）」
警
察
公
論
四
四
巻
一
一
号
三
八
頁
・
同
誌
同
巻
一
二
号
三
八
頁
、
同
誌

四
五
巻
一
号
七
八
頁
、
同
三
号
七
〇
頁
（
一
九
八
九
、
一
九
九
〇
）
が
あ
る
。

（
67
） 

山
口
厚
「
電
磁
的
記
録
と
文
書
犯
罪
規
定
の
改
正
」
前
掲
（
註（
66
））
五
頁
以
下
。

（
68
） 

神
山
教
授
は
、
わ
が
国
の
立
法
は
三
つ
の
類
型
に
限
定
す
る
な
ど
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
に
比
し
て
そ
の
規
模
に
お
い
て
や
や
控
え
め
で
あ
る
と

し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
中
身
は
か
な
り
包
括
的
で
随
所
に
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
特
権
化
」
が
見
ら
れ
る
と
批
判
し
た
（
中
山
研
一
＝
神
山
敏
雄

編
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
等
に
関
す
る
刑
法
一
部
改
正
（
改
訂
増
補
版
）』
成
文
堂
（
一
九
八
九
）
四
五
頁
以
下
﹇
神
山
敏
雄
﹈。

（
69
） 

長
瀬
敬
昭
「
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
警
察
學
論
集
五
四
巻
九
号
（
二
〇
〇
一
）
一
〇
二
頁
。

（
70
） 

こ
の
改
正
の
経
緯
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
長
瀬
敬
昭
「
支
払
用
カ
ー
ド
の
偽
造
等
の
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
改
正
に
関
す
る
要
綱

案
（
骨
子
）
の
概
要
」
金
融
法
務
事
情
一
六
〇
二
号
（
二
〇
〇
一
）
六
頁
、
長
瀬
敬
昭
「
支
払
用
カ
ー
ド
の
偽
造
等
の
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑

法
改
正
の
概
要
」
金
融
法
務
事
情
一
六
一
九
号
（
二
〇
〇
一
）
一
〇
頁
、
今
井
猛
嘉
「
支
払
用
カ
ー
ド
の
保
護
に
関
す
る
刑
法
の
一
部
改
正
」
法
律

時
報
七
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
一
）
四
五
頁
、
川
端
博
＝
西
田
典
之
＝
河
村
博
＝
笠
井
治
「〈
座
談
会
〉
支
払
用
カ
ー
ド
の
偽
造
等
に
対
処
す
る
た
め

の
刑
法
の
一
部
改
正
を
め
ぐ
っ
て
」
現
代
刑
事
法
三
〇
号
（
二
〇
〇
一
）
五
二
頁
、
井
上
宏
「
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
同
誌
同
号
六
四
頁
、

夏
井
高
人
「
支
払
用
カ
ー
ド
罪
新
設
の
た
め
の
刑
法
一
部
改
正
と
そ
の
問
題
点
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
六
一
号
（
二
〇
〇
一
）
六
四
頁
、
を
参
照
。

（
71
） 

井
上
宏
「
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
九
号
（
二
〇
〇
一
）
一
〇
頁
、
同
「
支
払
用
カ
ー
ド
の
偽
造
等
の
犯
罪
に
対

処
す
る
た
め
の
刑
法
改
正
に
関
す
る
法
制
審
議
会
の
答
申
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
五
号
（
二
〇
〇
一
）
一
〇
四
頁
、
長
瀬
敬
昭
「
刑
法
の

四
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
八
四
）

一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
前
掲
（
註（
8
））
一
〇
七
頁
。

（
72
） 

西
田
典
之
「
カ
ー
ド
犯
罪
と
刑
法
改
正
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
九
号
（
二
〇
〇
一
）
一
六
頁
、
同
『
刑
法
各
論
（
第
四
版
補
正
版
）』
弘
文
堂

（
二
〇
〇
九
）
三
一
八
頁
。

（
73
） 
拙
稿
「
情
報
、
電
子
デ
ー
タ
と
物
概
念
の
変
容
」
日
本
法
学
七
六
巻
四
号
（
二
〇
一
一
）
五
四
九
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
情
報
窃
盗
の
処
罰

に
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
示
す
指
摘
が
あ
る
（
川
端
博
ほ
か
「〈
座
談
会
〉
支
払
用
カ
ー
ド
の
偽
造
等
に
対

処
す
る
た
め
の
刑
法
の
一
部
改
正
を
め
ぐ
っ
て
」
前
掲
（
註（
70
））
六
二
頁
﹇
笠
井
治
発
言
﹈。

（
74
） 

米
澤
慶
治
編
『
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
解
説
』
前
掲
（
註（
63
））
一
二
頁
。

（
75
） 

こ
の
間
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
本
稿
﹇
Ⅱ　
4
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
か
ら
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
へ
」﹈
を
参
照
。

（
76
） 

不
正
ア
ク
セ
ス
の
規
制
問
題
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
、
実
務
家
等
が
参
加
し
、
多
く
の
研
究
機
関
や
官
庁
に
よ
り
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
調
査
研
究
委
員
会
『
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
調
査
研
究
報
告
書
』
日
本
実
業
出
版
（
一
九
九
七
）、
情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
委
員
会
『
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
委
員
会
報
告
書
』
東
京
法
令
出
版
（
一
九
九
八
）、
警
察
庁
・
情
報
シ
ス
テ
ム

安
全
対
策
研
究
会
・
不
正
ア
ク
セ
ス
対
策
法
制
分
科
会
『
不
正
ア
ク
セ
ス
対
策
法
制
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
一
九
九
八
）
警
察
庁
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト<http://w

w
w
.npa.go.jp/cyber/research/h10/housei/nsreport.htm

l>visited on D
ec. 25, 2011.

な
ど
。

（
77
） 

不
正
ア
ク
セ
ス
対
策
法
制
研
究
会
編
著
『
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
補
訂
第
二
版
）』
立
花
書
房
（
二
〇
〇
八
）
六
六

頁
。

（
78
） 

米
澤
慶
治
編
『
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
解
説
』
前
掲
（
註（
63
））
一
二
頁
。

（
79
） 

も
と
よ
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
す
る
こ
と
が
「
不
正
ア
ク
セ
ス
」
の
前
提
で
あ
る
た
め
、
他
人
の
パ
ソ
コ
ン
の
マ
ウ
ス
、
キ
ー
ボ
ー
ド
等
を

直
接
操
作
し
て
パ
ソ
コ
ン
内
部
の
デ
ー
タ
を
無
断
で
自
分
の
持
ち
込
ん
だ
メ
デ
ィ
ア
に
複
製
し
取
得
し
て
も
、
同
罪
に
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
80
） 

こ
の
改
正
は
、
従
来
、「
営
業
秘
密
が
有
体
物
（
財
物
）
に
化
体
し
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
直
接
的
に
は
刑
事
的
保
護
が
図
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
済
社
会
の
情
報
化
等
の
進
展
に
伴
い
、
有
体
物
（
財
物
）
に
化
体
し
て
い
な
い
営
業
秘
密
が
害
さ
れ
る
リ
ス
ク
が

増
大
し
、
こ
の
よ
う
な
『
処
罰
の
間
隙
』
に
つ
い
て
罰
則
を
設
け
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
た
」
こ
と
等
を
そ
の
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
経

四
四



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
八
五
）

済
産
業
省
知
的
財
産
政
策
室
編
著
『
逐
条
解
説
・
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
一
八
年
改
正
版
）』
有
斐
閣
（
二
〇
〇
七
）
二
二
頁
。

（
81
） 

も
と
よ
り
、
ア
ク
セ
ス
制
御
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
が
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
の
保
護
法
益
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
以
上
、
こ
の
不
正
ア
ク
セ
ス
の

概
念
に
、「
情
報
の
不
正
入
手
」
な
ど
の
意
味
を
混
入
さ
せ
る
理
解
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
（
園
田
寿
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
の
現
状
と
法
的
対

応
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
五
号
（
二
〇
〇
九
）
五
頁
）。

（
82
） 

近
時
の
情
勢
に
つ
い
て
、
警
察
白
書
は
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
検
挙
件
数
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
二
〇
一
〇
年
に
は
過
去
最
多
と
な

り
、
な
か
で
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
利
用
犯
罪
は
前
年
の
三
一
・
三
％
増
加
し
過
去
最
高
と
な
っ
た
こ
と
を
つ
た
え
て
い
る
（
警
察
庁
編
『
平
成
二
三
年

度
警
察
白
書
』（
二
〇
一
一
）
二
〇
頁
）。

（
83
） 

杉
山
徳
明
＝
吉
田
雅
之
「『
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
に
つ
い
て
（
上
）、（
下
）」
法
曹

時
報
六
四
巻
四
号
（
二
〇
一
二
）
一
頁
以
下
、
五
号
（
二
〇
一
二
）
五
五
頁
以
下
。
法
案
段
階
で
検
討
を
加
え
た
論
稿
と
し
て
、
北
村
篤
「
ハ
イ
テ

ク
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
事
法
の
整
備
に
関
す
る
要
綱
（
骨
子
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
七
号
（
二
〇
〇
三
）
六
頁
、
山
口
厚
「
サ
イ
バ
ー
犯

罪
に
対
す
る
実
体
法
的
対
応
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
七
号
（
二
〇
〇
三
）
一
五
頁
、
山
口
厚
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
現
状
と
課
題
」
現
代
刑
事
法
六
巻

一
号
（
二
〇
〇
四
）
四
頁
、
今
井
猛
嘉
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
」
法
学
教
室
三
〇
三
号
（
二
〇
〇
五
）
五
六
頁
な
ど
。

（
84
） 

わ
い
せ
つ
情
報
の
多
様
な
発
現
形
態
に
関
す
る
判
例
に
つ
い
て
は
、
塩
見
淳
「
猥
褻
物
と
猥
褻
情
報
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
七
四
号
五
八
頁
以
下

（
一
九
九
五
）、
佐
久
間
修
『
最
先
端
法
領
域
の
刑
事
規
制
』
現
代
法
律
出
版
（
二
〇
〇
三
）
二
九
七
頁
以
下
、
拙
稿
「
わ
い
せ
つ
情
報
と
わ
い
せ
つ

物
頒
布
等
の
罪
の
客
体
」『
現
代
社
会
型
犯
罪
の
諸
問
題
』
勁
草
書
房
（
二
〇
〇
四
）
所
収
を
参
照
。

（
85
） 

最
決
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
刑
集
五
五
巻
五
号
三
一
七
頁
。

（
86
） 

永
井
善
之
『
サ
イ
バ
ー
・
ポ
ル
ノ
の
刑
事
規
制
』
信
山
社
（
二
〇
〇
三
）
一
六
四
頁
。

（
87
） 

山
口
厚
「
サ
イ
バ
ー
ポ
ル
ノ
と
わ
い
せ
つ
物
公
然
陳
列
罪
（
最
高
裁
平
成
一
三
年
七
月
一
六
日
第
三
小
法
廷
決
定
）」
平
成
一
三
年
度
重
要
判

例
解
説
一
六
六
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
）。

（
88
） 

岡
山
地
判
平
成
九
年
一
二
月
一
五
日
判
時
一
六
四
一
号
一
五
八
頁
以
下
。

（
89
） 

堀
内
捷
三
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
研
修
五
八
八
号
三
頁
以
下
（
一
九
九
七
）、
拙
稿
「
わ
い
せ
つ
情
報
と
わ
い
せ
つ
物

四
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
八
六
）

頒
布
等
の
罪
の
客
体
」
前
掲
（
註（
22
））。
な
お
、
デ
ー
タ
説
を
明
言
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
画
像
デ
ー
タ
は
、
電
子
的
方
式
に
よ
り
組
み
立
て

ら
れ
た
一
ま
と
ま
り
の
電
子
デ
ー
タ
化
さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
、「
保
存
性
・
可
搬
性
」
を
備
え
た
も
の
と
い
え
る
と
す
る
見
解
が
示
唆
的
で
あ
る

（
林
陽
一
「
わ
い
せ
つ
情
報
と
刑
法
一
七
五
条
」
現
代
刑
事
法
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
）
一
〇
頁
）。

（
90
） 
横
浜
地
裁
川
崎
支
判
平
一
二
・
七
・
六
、
横
浜
地
裁
川
崎
支
判
平
一
二
年
一
一
月
二
四
日
（
い
ず
れ
も
公
刊
物
未
登
載
。
事
案
の
内
容
等
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
「
わ
い
せ
つ
情
報
と
わ
い
せ
つ
物
頒
布
等
の
罪
の
客
体
」
前
掲
（
註（
84
））
を
参
照
。
ほ
か
に
は
、
二
〇
〇
一
年
に
東
京
都
知
事
と

長
野
県
知
事
宛
に
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
わ
い
せ
つ
画
像
を
送
信
し
た
疑
い
で
三
人
の
中
学
生
が
自
宅
の
捜
索
を
受
け
、
わ
い
せ
つ
図
画
公
然
陳

列
の
事
実
で
書
類
送
検
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
（
二
〇
〇
一
年
三
月
二
七
日
付
け
毎
日
新
聞
、
同
年
四
月
四
日
付
け
同
紙
）。

（
91
） 

園
田
寿
「
わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ
を
有
料
で
送
信
し
た
行
為
に
わ
い
せ
つ
図
画
販
売
罪
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
一

（
二
〇
〇
一
）
三
七
頁
、
永
井
・
前
掲
書
（
註（
86
））
二
四
八
│
二
四
九
頁
。

（
92
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
た
多
く
の
わ
い
せ
つ
物
陳
列
罪
に
関
す
る
裁
判
例
の
判
決
文
中
に
、「
画
像
を
送
信
し

・

・

・

」、「
わ
い
せ
つ
画
像
デ
ー
タ

を
送
信
し

・

・

・

」、「
デ
ー
タ
を
送
信
し

・

・

・

」
と
い
っ
た
表
現
が
み
ら
れ
る
。

（
93
） 

こ
う
い
っ
た
点
に
関
し
て
は
、
法
案
段
階
で
、「
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
有
体
物
を
客
体
と
す
る
規
制
構
造
と
の
連
続
性
を
重
視
し
す
ぎ
た
立

法
態
度
に
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
有
体
物
を
客
体
と
す
る
場
合
と
無
体
物
を
客
体
と
す
る
場
合
と
で
は
、
異
な
っ
た
文
言
に
よ
る
規
制
を

模
索
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
客
体
の
特
性
に
応
じ
た
的
確
な
行
為
態
様
を
含
む
立
法
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。」
と
の
批
判
が
示
さ
れ
て
い
た

（
渡
邊
卓
也
『
電
脳
空
間
に
お
け
る
刑
事
的
規
制
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
六
）
三
〇
九
頁
）。

（
94
） 

細
貝
康
夫
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
の
安
全
対
策
』
に
っ
か
ん
書
房
（
一
九
九
一
）
六
〇
頁
、
岡
田
好
史
『
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
そ
の
刑
事
法

的
規
制
』
専
修
大
学
出
版
局
（
二
〇
〇
四
）
七
四
頁
以
下
。

（
95
） 

一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
の
主
な
感
染
事
例
一
二
件
を
挙
げ
る
資
料
を
み
る
と
、
感
染
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
状
況
は
、
①
大

学
・
研
究
所
等
が
三
件
、
②
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ョ
ッ
プ
三
件
、
③
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
メ
ー
カ
ー
三
件
、
④
パ
ソ
コ
ン
通
信
会
員
が
二
件
、
⑤
ゲ
ー

ム
ソ
フ
ト
・
メ
ー
カ
ー
一
件
、
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ま
だ
発
展
途
上
で
あ
っ
た
こ
と
が
反
映
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
（
細
貝
康
夫
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
の
安
全
対
策
』
前
掲
（
註（
94
））
三
三
│
三
四
頁
）。

四
六



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
八
七
）

（
96
） 

こ
の
ウ
ィ
ル
ス
の
定
義
を
示
し
た
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
対
策
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
（<http://w

w
w
.

m
eti.go.jp/policy/netsecurity/C

virusC
M

G
.htm

> visited on Jan. 9, 2011.

）。

（
97
） 
警
察
庁
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
安
全
対
策
研
究
会
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
等
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
対
策
指
針
」（
一
九
八
九
）（
同
指

針
に
つ
い
て
は
、
細
貝
康
夫
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
の
安
全
対
策
』
前
掲
（
註（
94
））
八
頁
以
下
を
参
照
）。

（
98
） 

そ
れ
ら
ウ
ィ
ル
ス
の
登
場
以
前
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
も
の
も
含
め
て
、
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
、「
ト
ロ
イ
の
木
馬
（T

roijan H
ourse

）」、

「
論
理
爆
弾
（L

ogic B
om

b

）」、「
時
限
爆
弾
（T

im
e B

om
b

）」、「
ワ
ー
ム
（W

orm

）」、「
ト
ラ
ッ
プ
ド
ア
ま
た
は
バ
ッ
ク
ド
ア
（T

rap D
oor or 

B
ack D

oor

）」、「
サ
ラ
ミ
攻
撃
（T

he S
alam

i A
ttack

）」、「
ビ
ギ
ー
バ
ッ
ク
（B

ogyback

）」、
コ
バ
ー
ト
・
チ
ャ
ネ
ル
（C

overt C
hannel

）」、

「
ガ
ー
ベ
ー
ジ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（G

arbage C
ollection

）」、「
ス
ー
パ
ー
ザ
ッ
ピ
ン
グ
（S

uperzapping

）」
な
ど
多
様
な
も
の
が
あ
る
が
、「
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
（C

om
puter V

irus

）」
の
特
徴
は
、
ワ
ー
ム
な
ど
他
の
不
正
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
Ｏ
Ｓ
の
も
つ
自
動
実
行
機
能
を
利
用
す
る

の
と
異
な
り
、
被
害
者
に
よ
る
実
行
を
利
用
す
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
（
細
貝
康
夫
・
前
掲
書
（
註（
94
））
八
│
一
六
頁
）。

（
99
） 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
届
出
件
数
の
動
向
等
に
つ
い
て
は
、
情
報
処
理
推
進
機
構
（
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ<http://w

w
w
.ipa.

go.jp/security/outline/todokede-j.htm
l>visited on Jan. 9, 2011.

に
よ
る
。

（
100
） 

檞
清
隆
「『
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
の
概
要
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
〇
号

（
二
〇
一
一
）
四
頁
。

（
101
） 

二
〇
〇
八
年
一
月
二
四
日
付
毎
日
新
聞
夕
刊
。

（
102
） 

二
〇
一
一
年
七
月
二
〇
日
付
毎
日
新
聞
夕
刊
。

（
103
） 

す
で
に
本
改
正
法
の
施
行
（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
）
後
、
最
初
の
適
用
事
案
と
し
て
、
①
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
フ
ァ
イ
ル
交
換
ソ
フ
ト
の

利
用
者
に
感
染
さ
せ
る
目
的
で
ウ
ィ
ル
ス
を
パ
ソ
コ
ン
に
保
管
し
て
い
た
と
し
て
警
視
庁
が
被
疑
者
を
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
保
管
罪
（
一
六
八
条

の
三
）
で
逮
捕
し
た
ケ
ー
ス
（
二
〇
一
一
年
七
月
二
一
日
付
毎
日
新
聞
夕
刊
）、
②
他
人
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
ウ
ィ
ル
ス
を
送
信
し
た
と
し
て
栃
木

県
警
が
被
疑
者
を
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
供
用
罪
（
一
六
八
条
の
二
第
二
項
）
で
逮
捕
し
た
ケ
ー
ス
（
二
〇
一
一
年
一
一
月
二
日
付
毎
日
新
聞
朝

刊
）
が
み
ら
れ
る
。

四
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
八
八
）

（
104
） 

檞
清
隆
・
前
掲
（
註（
39
））「『
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
』
の
概
要
」
四
頁
。

（
105
） 

山
口
厚
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
対
す
る
実
体
法
的
対
応
」
前
掲
（
註（
83
））
一
九
頁
。
な
お
、
山
口
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
罪
の
論
点
」

法
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
三
〇
号
（
二
〇
一
二
）
五
九
頁
以
下
参
照
。

（
106
） 
渡
邊
卓
也
「
サ
イ
バ
ー
関
係
を
め
ぐ
る
刑
法
の
一
部
改
正
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
〇
号
（
二
〇
一
一
）
二
八
│
二
九
頁
。

Ⅴ　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
規
制
の
課
題

1　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
刑
事
立
法
の
検
討

│
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
刑
法
的
保
護
の
視
点
か
ら

（
1
）　

一
九
八
七
年
（
昭
和
六
二
年
）
刑
法
一
部
改
正
の
意
義

一
九
八
七
年
の
刑
法
一
部
改
正
は
、
わ
が
国
初
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
立
法
で
あ
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、

そ
の
性
質
上
現
行
刑
法
に
よ
る
的
確
な
処
罰
が
可
能
で
あ
っ
た
行
為
と
同
様
の
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用

に
伴
い
事
務
処
理
形
態
が
変
化
し
た
た
め
、
処
罰
が
困
難
と
な
っ
た
類
型
の
行
為
を
的
確
に
捕
捉
・
処
罰
で
き
る
よ
う
処
罰
規
定
を
整
備

し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
各
種
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
に
一
体
的
に
対
応
す
る
特
別
法
で
は
な
く
、
文
書

偽
造
罪
、
業
務
妨
害
罪
、
詐
欺
罪
、
文
書
毀
棄
罪
と
い
っ
た
刑
法
典
中
の
既
存
の
犯
罪
類
型
を
修
正
・
拡
張
し
た
類
型
を
創
設
し
、
そ
れ

ら
を
従
来
の
条
文
中
に
組
み
入
れ
た
り
、
そ
の
前
後
に
配
置
す
る
と
い
う
方
法
に
依
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

（
107
）

。
新
た
な
犯
罪
化
を
、
従
来
の

犯
罪
と
実
質
的
に
同
質
性
を
備
え
た
当
罰
性
の
明
ら
か
な
行
為
に
絞
っ
た
、
必
要
最
小
限
の
立
法
的
手
当
て
の
枠
を
踏
み
外
さ
な
い
、
控

え
め
な
立
法
例
と
の
評
価
が
一
般
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
刑
法
典
の
規
定
に
加
え
ら
れ
た
改
正
（
後
の
二
〇
〇
一
年
刑
法
一
部
改
正
も

四
八



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
八
九
）

含
め
て
）
は
、「
い
ず
れ
も
、
旧
来
の
偽
造
罪
や
財
産
罪
の
処
罰
範
囲
を
拡
張
し
た
に
す
ぎ
」
ず
、「
実
質
的
に
も
、
刑
法
典
の
枠
組
み
を

何
ら
変
え
る
も
の
で
は
な
」
い
、
と
の
評
価
も
み
ら
れ
る

（
108
）

。
要
す
る
に
、
こ
の
一
九
八
七
年
改
正
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
や

不
正
ア
ク
セ
ス
を
将
来
の
課
題
と
し
て
切
り
捨
て
た
点
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
新
た
に
社
会
の
イ
ン
フ
ラ
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
固
有
の
機
能
の
保
護
を
考
慮
の
外
に
お
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
の
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
言
い
切
れ
る
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム

│
ひ
い
て
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク

│
の
機
能
阻
害
自
体
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
指
向
は
、
す
で
に
こ
の
一
九
八
七
年
改
正
の
な
か
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
（
一
六
一
条
の
二
）
は
、
そ
の
客
体
を
権
利
、
義
務
ま
た
は
事
実
証
明
に
関
す
る
記
録
に
限
定

し
て
い
る
点
か
ら
、
従
来
の
文
書
偽
造
罪
文
書
の
証
明
機
能
を
保
護
す
る
の
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
電
磁
的
記
録
の
証
明
機
能
に
着
目
し
た
規

定
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
偽
造
罪
の
保
護
法
益
を
変
容
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
電
磁
的
記
録
の
性
格
上
、
そ
の

作
成
名
義
人
を
認
識
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
立
法
者
は
、
作
成
名
義
の
偽
り
の
有
無
に
よ
っ
て
有
形
偽
造
と
無
形
偽
造
を

区
別
し
、
私
文
書
に
つ
い
て
は
有
形
偽
造
の
み
の
処
罰
を
原
則
と
す
る

│
私
文
書
の
無
形
偽
造
行
為
に
対
し
て
は
作
成
名
義
人
へ
の
追

及
可
能
性
に
よ
り
、
作
成
名
義
人
へ
の
信
用
を
介
し
て
文
書
の
信
用
性
確
保
を
は
か
る

│
と
い
う
文
書
偽
造
に
関
す
る
従
来
の
規
定
方

法
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
は
、
文
書
偽
造
と
は
正
反
対
に
、
作
成
名
義
の
真
偽
で
は
な
く
、
内

容
の
真
偽
こ
そ
が
処
罰
の
可
否
を
決
す
る
要
素
と
な
る
犯
罪
類
型
と
な
っ
て
い
る
。
本
罪
は
、
電
磁
的
記
録
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
デ
ー
タ
）

の
証
明
作
用
で
は
な
く
、
情
報
処
理
が
正
常
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

一
九
八
七
年
改
正
に
よ
る
本
罪
の
新
設
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
デ
ー
タ
の
信
用
性
保
護
を
超
え
て
情
報
処
理
阻
害
的
不
正
行
為
の
捕
捉
に

四
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
九
〇
）

向
け
ら
れ
た
も
の
と
の
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（
109
）

。

ま
た
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨
害
罪
（
二
三
四
条
の
二
）
に
つ
い
て
も
、
従
来
人
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
作
業
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

に
よ
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
を
ふ
ま
え
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
向
け
ら
れ
た
加
害
を
手
段
と
す
る
業
務
妨
害
行
為
を
と
ら

え
て
処
罰
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
と
の
従
来
の
業
務
妨
害
罪
の
加
重
処
罰
類
型
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
立
案
当
局
の
説
明

（
110
）

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
特
に
そ
の
「
又
は
使
用
目
的
に
反
す
る
動
作
を
さ
せ
て
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
機
械
自
体
と
し
て
は
正
常
に

機
能
し
て
い
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
の
で
、「
使
用
目
的
に
反
す
る
」
か
否
か
が
決
定
的
な
判
断
要
素
と
な
り
、「
使
用
目
的
」
の
解
釈

ひ
と
つ
で
、
犯
罪
化
を
見
送
っ
た
は
ず
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
や
デ
ー
タ
の
不
正
入
手
を
処
罰
範
囲
に
と
り
こ
ん
で
し
ま
う
こ

と
に
も
な
り
か
ね
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
本
罪
も
、
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
と
な
ら
ん
で
、
情
報
処
理
阻
害

的
行
為
の
捕
捉
へ
の
指
向

│
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
へ
の
加
害
行
為
の
捕
捉
へ
の
指
向

│
を
含
ん
だ
も
の
と

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
111
）

。

（
2
）　

二
〇
〇
一
年
（
平
成
一
三
年
）
刑
法
一
部
改
正
の
意
義

二
〇
〇
一
年
改
正
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
支
払
い
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
罪
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
支
払
用
カ
ー

ド
を
構
成
す
る
電
磁
的
記
録
の
真
正
、
ひ
い
て
は
こ
れ
ら
支
払
用
カ
ー
ド
を
用
い
た
支
払
い
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
を
保
護
法

益
と
す
る
も
の
、
と
い
う
の
が
立
案
当
局
の
見
解
で
あ
っ
た
。
通
貨
偽
造
罪
や
有
価
証
券
偽
造
罪
と
並
ぶ
偽
造
罪
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
伝
統
的
な
そ
れ
ら
偽
造
罪
の
保
護
し
よ
う
と
す
る
価
値
・
利
益
を
は
み
出
す
新
し
い
犯
罪
類
型
へ
の
指

向
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
112
）

。

す
な
わ
ち
、
電
磁
的
記
録
部
分
を
有
す
る
各
種
の
支
払
用
カ
ー
ド
が
普
及
発
展
し
た
こ
と
の
理
由
は
、
そ
れ
が
自
動
化
さ
れ
た
機
械
に

五
〇



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
九
一
）

用
い
る
こ
と
を
予
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
人
間
の
手
作
業
に
よ
る
財
産
的
事
務
処
理
・
決
済
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
効
率
化
が

図
ら
れ
た
点
に
あ
る
。
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
の
よ
う
に
対
人
的
な
使
用
を
ほ
と
ん
ど
想
定
し
て
い
な
い
も
の
も
多
い
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
も
そ
も
人
の
判
断
作
用
を
前
提
と
す
る
従
来
の
各
種
偽
造
罪
と
は
異
な
る
性
質
の
法
益
を
保
護
す
る
犯
罪
類
型
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

率
直
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
西
田
教
授
は
、
本
罪
の
客
体
に
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
や
デ
ビ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
よ
う

な
機
械
に
対
し
て
の
み
の
使
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ー
ド
に
磁
気
テ
ー
プ
等
を
貼
り
付
け
た
だ
け

の
カ
ー
ド
の
作
製
に
も
本
罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
、
保
護
法
益
は
、「
電
磁
的
記
録
を
構
成
部
分
と
す
る
支
払
用
カ
ー
ド
に
よ
る

支
払
決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
全
か
つ
円
滑
な
運
用
で
あ
る
と
解
す
べ
き
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
113
）

。
ま
た
、
今
井
教
授
は
、「
支
払
用
カ
ー
ド
電

磁
的
記
録
に
関
す
る
罪
の
重
点
は
、
直
接
的
に
は
人
の
信
用
を
向
け
得
な
い
（
直
接
的
な
可
読
性
を
欠
く
）
電
磁
的
記
録
に
あ
り
、
そ
の
保

護
法
益
は
、
電
磁
的
記
録
を
構
成
部
分
と
す
る
支
払
用
カ
ー
ド
に
よ
る
支
払
い
決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
に
あ
る
」
と
さ
れ
る

（
114
）

。
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
は
、
本
罪
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
取
引
決
済
シ
ス
テ
ム
の
機
能
保
護
を

指
向
す
る
点
で
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
規
制
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
規
定
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的
記
録
不
正
取
得
の
罪
（
一
六
三
条
の
四
）
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
キ
ミ
ン
グ
行
為
に
よ
っ
て
電
磁
的
記
録
に

か
か
る
カ
ー
ド
情
報
を
不
正
に
取
得
す
る
行
為
を
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
一
九
八
七
年
改
正
の
際
見
送
ら
れ
た
「
デ
ー
タ

の
不
正
入
手
」
の
一
部

│
ご
く
一
部
の
限
定
さ
れ
た
デ
ー
タ
入
手
行
為
で
は
あ
る
が

│
を
犯
罪
化
し
た
も
の
と
も
み
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
3
）　

一
九
九
九
年
（
平
成
一
一
年
）
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
制
定
の
意
義

不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
は
、
わ
が
国
初
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
を
正
面
に
見
据
え
た
刑
事
立
法
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る

（
115
）

が
、
そ
の
よ

五
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う
な
立
法
が
行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
す
る
各
種
の
不
正
行
為
・
犯
罪
現
象
の
動
向
に
お
け
る
重
点
の
変
遷
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
は
、「
現
在
に
お
い
て
は
、
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
大

規
模
な
展
開
に
よ
り
、『
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
』
へ
と
変
貌
を
遂
げ
、
そ
れ
に
伴
い
そ
の
問
題
性
は
変
容
を
見
せ
、
か
つ
大
き
な
広
が
り

を
示
す
に
至
っ
て
い
る

（
116
）

」
の
で
あ
る
。

す
で
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
上
の
一
九
八
七
年
改
正
お
よ
び
二
〇
〇
一
年
改
正
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
情
報
処

理
の
機
能
保
護
を
指
向
し
、
さ
ら
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
自
動
化
さ
れ
た
取
引
決
済
シ
ス
テ
ム
の
機
能

保
護
を
は
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
こ
の
一
九
九
九
年
の
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
不
正
ア

ク
セ
ス
行
為
の
犯
罪
化
（
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
、
同
法
三
条
・
八
条
）
は
、
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
具
体
的
な
財
産
等
各
種
利
益
の
侵
害
を
念
頭

に
お
い
た
各
種
犯
罪
の
予
備
罪
的
性
質
の
行
為
の
犯
罪
化
を
は
か
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
正
面
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

機
能
自
体
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
。
同
法
が
定
め
る
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
対
す
る
信
頼
を
そ
の
保
護
法
益
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る

（
117
）

。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
の
こ
う
し
た
保
護
法
益
の
理
解
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
見
解
は
、
不
正
な
ア
ク
セ
ス
と
い
う
行

為
態
様
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
経
由
で
ア
ク
セ
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
破
っ
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
侵
入
す
る
こ
と
）
で
は
な
く
、
不
正
ア
ク
セ
ス
し
た

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
部
で
行
わ
れ
る
デ
ー
タ
処
理
の
観
点
か
ら
同
罪
の
罪
質
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
、「
電
子
計
算
機
の

利
用
と
は
そ
の
本
質
的
な
部
分
は
デ
ー
タ
の
処
理
に
あ
る
と
い
え
る
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
付
加
す
る
対
象
は

（
電
子
計
算
機
そ
の
も
の
で
は
な
く
（
註
：
筆
者
））
電
子
計
算
機
に
お
い
て
処
理
さ
れ
る
デ
ー
タ
で
あ
る
と
解
す
べ
き
」
で
あ
っ
て
、
同
罪
の

保
護
法
益
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
処
罰
の
実
質
は
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
情
報
処
理
に
関
す
る
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
あ
る
と
み
る
の

五
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が
適
切
で
あ
る
。」
よ
り
具
体
的
に
は
、「
デ
ー
タ
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
制
御
と
い
う
意
味
で
の
情
報
の
保
持
の
側
面
に
お
け
る
情
報
の
イ

ン
テ
グ
リ
テ
ィ
が
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
る

（
118
）

。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
不
正
ア

ク
セ
ス
の
罪
質
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
部
の
情
報
処
理
と
の
関
係
で
把
握
す
る
点
で
基
本
的
に
正
し
い
方
向
性
を
も
つ
も
の
と
い
え
る
が
、

立
法
者
は

│
論
者
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に

（
119
）

│
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
捕
捉
・
処
罰
す
る
こ
と
が
情
報
窃
盗
を
処
罰
す
る
こ
と
に
つ

な
が
る
と
の
懸
念
も
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
規
定
方
法
を
採
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

不
正
ア
ク
セ
ス
の
刑
事
規
制
は
、
わ
が
国
で
は
刑
法
典
中
に
規
定
を
設
け
る
方
法

│
た
と
え
ば
次
項
で
検
討
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
や
り

方

│
に
依
ら
ず
、
特
別
法
の
制
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
立
法
形
式
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
に
代
表
さ
れ

る
情
報
犯
罪
・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
刑
事
立
法
が
、
そ
の
都
度
個
別
的
な
特
別
刑
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
に

関
し
、「
こ
う
し
た
犯
罪
類
型
を
刑
法
典
中
に
取
り
込
む
の
を
放
棄
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
特
別
立
法
に
ゆ
だ
ね
る
な
ら
ば
、
情
報
犯
罪
や
サ

イ
バ
ー
犯
罪
に
対
す
る
刑
法
典
の
役
割
は
、
ま
す
ま
す
低
下
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。」
と
の
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る

（
120
）

。

そ
の
後
、
警
察
庁
が
、
企
業
を
装
っ
た
サ
イ
ト
に
電
子
メ
ー
ル
の
受
信
者
を
誘
導
し
て
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
だ
ま
し
取
る
「
フ
ィ
ッ

シ
ン
グ
」
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
お
こ
な
っ
た
と
こ
ろ
、
九
五
％
が
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
の
犯
罪
化
を
支
持
し
、
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
の
法
定

刑
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
も
八
八
％
が
支
持
す
る
回
答
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
報
じ
ら
れ
た

（
121
）

が
、
警
察
庁
、
総
務
省
、
経
済
産
業
省
お

よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
の
民
間
事
業
者
で
不
正
ア
ク
セ
ス
対
策
を
検
討
す
る
「
官
民
意
見
集
約
委
員
会
」
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止

法
改
正
に
向
け
た
検
討
作
業
を
進
め
、
二
〇
一
二
年
三
月
に
は
、
右
の
よ
う
な
新
た
な
犯
罪
化
、
処
罰
範
囲
の
拡
張
、
処
罰
の
強
化
等
を

内
容
と
す
る
「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が
成
立
、
同
年
五
月
一
日
に
施
行
さ
れ
て
い

る
（
122
）

。
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
は
、「
既
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
デ
ー
タ
通
信
並
び
に
利
害
関
係
人
の
信
用
を
保
護
す
る
上
で
、
不
可
欠

五
三
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の
存
在
に
な
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。」
と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た

（
123
）

が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
規
制
の
中
心
を
担
う
法
制
と
し
て
さ

ら
な
る
整
備
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
4
）　

二
〇
一
一
年
（
平
成
二
三
年
）
刑
法
一
部
改
正
の
意
義

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、「
不
正
指
令
電
磁
的
記
録
に
関
す
る
罪
」
が
刑
法
典
中
に
新
設
さ
れ
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、﹇
正
当
な
理
由
な

く
、
他
人
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
実
行
さ
せ
る
目
的
で
、
ユ
ー
ザ
ー
の
意
図
に
沿
う
動
作
を
さ
せ
ず
、
ま
た
は
そ
の
意
図
に
反
す
る
動
作
を

さ
せ
る
よ
う
な
不
正
な
指
令
を
与
え
る
電
磁
的
記
録
等
を
作
成
し
、
提
供
す
る
行
為
﹈
を
罰
す
る
ウ
ィ
ル
ス
作
成
罪
な
ど
の
犯
罪
類
型
が

設
け
ら
れ
、
そ
れ
ま
で
処
罰
規
定
を
欠
い
て
い
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
関
係
の
不
正
行
為
の
犯
罪
化
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
改
正
に

つ
い
て
は
、
実
害
と
切
り
離
さ
れ
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
社
会
的
信
頼
が
保
護
法
益
と
す
る
独
自
の
類
型
と
の
理

解
が
（
法
益
の
抽
象
化
に
よ
り
処
罰
の
早
期
化
を
図
る
点
な
ど
問
題
が
あ
る
と
す
る
批
判
も
あ
る
が

（
124
）

）
大
方
の
承
認
を
え
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
る
正
常
な
情
報
処
理
に
向
け
た
社
会
一
般
の
信
頼
が
保
護
法
益
と
さ
れ
る
点
に
関
し
て
は
、
こ
の
改
正
が
、
従
来

の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
と
異
な
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
侵
害
に
伴
う
現
実
社
会
の
損
害
や
不
利
益
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
仮
想
社

会
の
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
そ
れ
自
体
を
直
接
に
保
護
し
よ
う
と
す
る
」
意
味
に
お
い
て
、「
初
め
て
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
を
正

面
か
ら
捉
え
た
」
も
の
と
す
る
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る

（
125
）

。
こ
う
し
た
見
方
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
が
登
場
し
た
当
初
の
、
ハ
ー
ド

ウ
ェ
ア
や
デ
ー
タ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
部
分
的
な
刑
事
的
保
護
の
対
応
に
と
ど
ま
っ
た
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
の
時
期
、
さ
ら
に
は
そ

の
犯
行
手
段
の
巧
妙
化
・
大
規
模
化
・
国
際
化
の
脅
威
を
印
象
づ
け
た
「
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
」
と
い
っ
た
過
渡
期
を
経
て
、
今
日
、
サ
イ

バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
形
成
さ
れ
た
仮
想
社
会
の
基
盤
を
担
う
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
刑
法
に
よ
る
保
護
の
対
象
と
な
り
つ
つ
あ

る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
」
が
問
題
と
な
る
現
実
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
、
正
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

五
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本
罪
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
法
益
の
抽
象
化
に
よ
り
処
罰
が
早
期
化
す
る
こ
と
、
ま
た
、
電
子
計
算
機
損
壊
等
業
務
妨

害
罪
と
そ
の
未
遂
罪
と
の
関
係
で
適
用
範
囲
の
重
複
な
ど
未
解
決
の
問
題
が
残
る
こ
と
な
ど
の
批
判
が
あ
り
、
ま
た
、
不
正
指
令
電
磁
的

記
録
作
成
等
の
罪
の
客
体
に
、「
そ
の
他
の
記
録
」
と
し
て
、
ウ
ィ
ル
ス
を
ア
ナ
ロ
グ
デ
ー
タ
と
し
て
記
録
し
て
あ
る
紙
媒
体
等
も
含
ま

れ
る
の
で
、
実
行
可
能
な
状
態
に
な
い
ウ
ィ
ル
ス
・
コ
ー
ド
の
記
述
も
客
体
と
な
る
点
で
、「
法
益
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
電
子
計

算
機
の
作
動
障
害
及
び
そ
れ
に
起
因
す
る
損
害
に
対
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
も
、
極
め
て
抽
象
度
の
高
い
危
険
を
処
罰
す
る
も
の
」
と

の
指
摘

（
126
）

も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
反
対
に
、
こ
の
改
正
は
、
本
罪
を
刑
法
典
の
偽
造
罪
と
偽
証
罪
の
中
間
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
点
で
、
未

だ
情
報
伝
達
・
事
実
証
明
の
手
段
と
い
う
側
面
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
刑
事
規
制
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
不
正
な
指
令
を
含
む
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
限
定
さ
れ
、「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
置
者
自
身
に
よ
る
不
正
操
作
も
含
め
、
お
よ
そ
虚
偽
の
情
報
流
通
を
阻
止
し
て
、
サ
イ
バ
ー
社
会
の

安
全
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
は
な
い
」
と
し
て
、
さ
ら
な
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
保
護
の
徹
底
の
必
要
性
を
主
張
す
る
見
解

（
127
）

も
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
個
々
人
が
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
が
社
会
全

般
に
普
及
し
た
現
在
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
作
動
を
基
礎
付
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
正
常
性
は
、
不
特
定
多
数
人
の
利
害
に
直
結

し
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
社
会
的
に
重
要
な
利
益
に
な
っ
て
い
る
。」
と
い
う
現
状
認
識
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
よ
う

（
128
）

。

な
お
、
ウ
ィ
ル
ス
作
成
罪
と
同
供
用
罪
と
が
同
等
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
供
用
罪
が
想
定
す
る
の
は
ウ
ィ
ル
ス
が
実

行
可
能
な
状
態
に
さ
れ
て
い
て
被
害
惹
起
の
危
険
が
具
体
的
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
作
成
罪
は
未
だ
そ
の
危
険
が
抽
象
的
な
段
階

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
、
そ
の
法
定
刑
が
同
一
と
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か

│
ウ
ィ
ル
ス
作
成
と
供
用
と
が
同
等
に
評
価
さ
れ
る
の
は
な

ぜ
か

│
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る

（
129
）

。
た
し
か
に
、
各
種
偽
造
罪
に
お
い
て
も
、
通
貨
・
文
書
の
偽
造
、
支
払
用
カ
ー
ド
電
磁
的

五
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
九
六
）

記
録
不
正
作
出
行
為
が
行
使
・
供
用
行
為
と
同
じ
刑
罰
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
使
う
行
為
」
に
至
ら
な
い
そ
の
前
段
階
に
あ
た
る
「
作

る
行
為
」
が
、
使
う
行
為
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
っ
て
も
、
わ
い
せ
つ
物

頒
布
等
で
は
、
実
際
に
頒
布
・
陳
列
な
ど
に
よ
り
わ
い
せ
つ
情
報
を
社
会
に
拡
散
す
る
と
い
う
法
益
侵
害
惹
起
に
直
結
す
る
行
為
以
前
の

「
わ
い
せ
つ
表
現
物
の
製
造
」
自
体
は
処
罰
す
ら
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
問
題
は
、
作
成
さ
れ
る
も
の
自
体
の
危
険
性

│
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ウ
ィ
ル
ス
の
危
険
性

│
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
が
、

ウ
ィ
ル
ス
作
成
行
為
を
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
に
害
悪
を
も
た
ら
す
根
源
を
生
み
出
す
、
重
い
犯
罪
性
を
備
え
た
も
の

と
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
各
種
の
加
害
行
為
の
予
備
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い

（
130
）

と
考
え
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の

で
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ウ
ィ
ル
ス
の
犯
罪
化
に
踏
み
切
っ
た
こ
の
立
法
は
、
立
法
者
が
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
個
々
の
業
務
の
保
護
や
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
処
理
に
置
き
換
え
ら
れ
た
決
済
手
段
の
運
用

の
保
護
の
前
提
と
な
る
、
具
体
的
な
個
々
の
権
利
・
利
益
・
価
値
の
保
護
と
は
次
元
を
異
に
す
る
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・

シ
ス
テ
ム
の
正
常
な
機
能
（
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
独
自
の
働
き
と
秩
序
）
そ
れ
自
体
の
保
護
を
指
向
す
る
も
の
と
な
り
え
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2　

刑
事
立
法
の
あ
り
方

│
フ
ラ
ン
ス
刑
法
と
の
比
較
か
ら

│

以
上
に
、
わ
が
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
に
か
か
わ
る
刑
事
立
法
の
検
討
を
試
み
た
が
、
わ
が
国
と
ほ

ぼ
同
時
期
に
情
報
処
理
技
術
の
利
用
・
普
及
が
す
す
み
、
同
程
度
の
社
会
の
情
報
化
が
達
成
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
や
は
り
ほ
ぼ
同
じ

こ
ろ
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
関
連
の
刑
事
立
法
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
大
陸
法
の
枠
組
み
の
刑
法
シ
ス
テ
ム
を
も
つ
点

五
六



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
九
七
）

で
も
共
通
す
る
フ
ラ
ン
ス
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
な
い
し
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
に
ど
の
よ
う
な
刑
事
立
法
で
対
応
し
た
か
を
見
て
お
く

こ
と
と
す
る
。

（
1
）　

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
刑
事
立
法
前
の
状
況
と
「
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
法
案
」

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
関
す
る
最
初
の
刑
事
立
法
の
動
き
と
い
え
る
の
は
、
一
九
八
六
年
に
上
院
に
提
出
さ
れ

た
刑
法
典
改
正
法
案
（
当
時
の
司
法
大
臣
の
名
を
と
り
「
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
法
案
」
と
よ
ば
れ
る

（
131
）

）
の
中
に
「
情
報
処
理
に
関
連
す
る
犯
罪
」
の
章

を
お
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
後
に
廃
案
と
な
っ
た
こ
の
法
案
の
関
係
部
分
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

（
132
）

。

第
七
章　

情
報
処
理
に
関
連
す
る
犯
罪
（L

es infractions en m
atière inform

atique

）

第
三
〇
七
│

一
条　

自
動
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
デ
ー
タ
、
ま
た
は
そ
の
他
す
べ
て
の
構
成
要
素
を
不
法
に
取
得
す
る

行
為
は
、
拘
禁
刑
三
年
お
よ
び
罰
金
一
〇
〇
万
フ
ラ
ン
で
罰
す
る
。

第
三
〇
七
│

二
条　

他
人
の
権
利
を
無
視
し
て
、
自
動
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
デ
ー
タ
、
ま
た
は
そ
の
他
す
べ
て
の
構

成
要
素
を
使
用
し
、
伝
送
し
、
ま
た
は
複
製
す
る
行
為
は
、
拘
禁
刑
三
年
お
よ
び
罰
金
一
〇
〇
万
フ
ラ
ン
で
罰
す
る
。

第
三
〇
七
│

三
条　

故
意
に
、
か
つ
他
人
の
権
利
を
無
視
し
て
、
自
動
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
破
壊
も
し
く
は
改

変
し
、
ま
た
は
そ
の
機
能
を
阻
害
し
、
も
し
く
は
誤
ら
せ
る
行
為
は
、
拘
禁
刑
五
年
お
よ
び
罰
金
二
五
〇
万
フ
ラ
ン
で
罰
す
る
。

第
三
〇
七
│

四
条　

自
動
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
不
法
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
違
法
な
利
益
を
得
、
ま
た
は
他
人
を
し
て
こ
れ

を
得
さ
せ
る
行
為
は
、
拘
禁
刑
五
年
お
よ
び
罰
金
二
五
〇
万
フ
ラ
ン
で
罰
す
る
。

五
七



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
三
九
八
）

と
こ
ろ
で
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
は
、
財
産
犯
の
体
系
を
含
め
て
わ
が
国
の
刑
法
と
か
な
り
の
程
度
基
本
的
共
通
点
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、

当
時
の
法
状
況
を
比
較
す
る
と
、
わ
が
国
の
「
司
法
機
関
は
、
実
際
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
濫
用
の
事
件
が
発
生
す
る
と
、
伝
統
的
犯
罪
規
定

の
下
で
巧
み
な
解
釈
技
術
を
駆
使
し
、
そ
の
殆
ど
の
も
の
を
処
罰
し
て
き
た

（
133
）

。」
と
評
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
も
、
一
般
に
先
端
技
術
を
用
い
て
行
な
わ
れ
る
新
し
い
手
口
の
不
正
行
為
へ
の
伝
統
的
条
文
の
適
用
に
は
、
刑
法
学
者
は
慎
重
で
あ

る
が
、「
裁
判
官
た
ち
が
こ
う
い
っ
た
新
た
な
状
況
に
対
し
て
伝
統
的
条
項
を
適
用
す
る
こ
と
に
躊
躇
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と

い
う
傾
向
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
134
）

。

た
だ
し
、
詐
欺
罪
に
関
す
る
部
分
で
は
、
①
パ
リ
の
デ
パ
ー
ト
の
情
報
処
理
技
術
者
が
、
偽
造
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
を
使
用
し
て
購

入
し
た
商
品
の
価
格
金
額
が
計
上
さ
れ
な
い
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
操
作
を
行
な
い
、
総
額
約
一
千
万
フ
ラ
ン
の
不
法
な
利
得
を
得
て

い
た
と
い
う
ケ
ー
ス
や

（
135
）

、
②
銀
行
か
ら
銀
行
へ
の
口
座
の
振
り
替
え
指
示
を
傍
受
し
、
金
額
が
あ
た
か
も
正
当
な
口
座
へ
振
り
込
ま
れ
る

か
の
よ
う
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
偽
造
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス

（
136
）

、
③
銀
行
預
金
の
利
息
の
端
数
を
、
一
定
の
端
数
以
下
は
切
り
捨
て
る
よ
う
に
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
行
な
い
、
こ
れ
を
行
為
者
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
い
た
別
の
口
座
に
振
り
込
ま
せ
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
操
作
し
た
と

い
う
「
鬘
（perruque

）」
と
呼
ば
れ
る
手
口
を
用
い
た
ケ
ー
ス

（
137
）

な
ど
の
虚
偽
の
デ
ー
タ
の
入
力
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
不
正
操
作
に
よ
る
財
産

上
の
不
法
な
利
益
の
取
得
行
為
に
対
し
て
は
、
詐
欺
罪
の
適
用
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
手

段
が
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
欺
い
た
」
と
い
い
得
る
か
が
問
題
と
な
り
そ
う
で
あ
る
（
こ
の
点
が
、
わ
が
国
の
刑
法
上
詐
欺
罪
成
立
の
最
大
の

ネ
ッ
ク
と
な
り
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
（
日
本
刑
法
二
四
六
条
の
二
）
を
生
ん
だ
）
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
の
不
正
使

用
に
つ
い
て
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た
一
九
七
〇
年
の
破
棄
院
の
判
例

（
138
）

が
あ
り
、「
機
械
の
背
後
に
人
間
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
背
後
に

銀
行
・
企
業
の
責
任
者
が
い
る
こ
と
は
全
く
明
白
」
だ
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
常
に
人
間
に
使
用
さ
れ
て
い
る
以
上
、「
こ
の
障
害
は

五
八



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
三
九
九
）

容
易
に
克
服
さ
れ
得
る
」
こ
と
と
な
る

（
139
）

の
で
あ
る
。

な
お
、
盗
罪

│
わ
が
国
の
窃
盗
罪
に
相
当

│
の
適
用
に
関
し
て
は
、
他
人
の
カ
ー
ド
で
Ｃ
Ｄ
機
か
ら
不
正
に
現
金
を
引
き
出
す
よ

う
な
行
為
に
つ
い
て
、「
交
付
の
任
意
性
」
を
理
由
に
盗
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
学
説
も
あ
る

（
140
）

。
し
か
し
、
自
動
支
払
機
か
ら
の
取
得
と

い
う
人
間
が
介
在
し
な
い
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
前
述
の
パ
ー
キ
ン
グ
メ
ー
タ
の
ケ
ー
ス
に
関
す
る
破
棄
院
の
判
例
の
論
理
に
加
え
、

フ
ラ
ン
ス
刑
法
が
欺
罔
行
為
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
に
、「
偽
名
ま
た
は
虚
偽
の
資
格
の
使
用
」
が
あ
っ
た
と
き
に
も
詐
欺
罪
の
成
立
を
認

め
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
学
説
は
、
詐
欺
罪
で
の
処
罰
を
肯
定
し
て
い
る

（
141
）

。
こ
の
よ
う
に
、
詐
欺
罪
の
射
程
範
囲
の
点

を
除
け
ば
、
お
お
む
ね
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
財
産
犯
罪
等
の
適
用
関
係
は
わ
が
国
と
ほ
ぼ
類
似
の
状
況
に
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
直
接
情
報
そ
れ
自
体
に
向
け
ら
れ
た
「
盗
み
見
」「
傍
受
」
等
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ス
パ
イ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、

わ
が
国
同
様
、
い
か
な
る
伝
統
的
犯
罪
規
定
も
こ
れ
を
捕
捉
し
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
情
報
が
「
物
」
の
観
念
と
相
容
れ
な
い
性
質
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
単
に
「
無
形
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
は
盗
電
行
為
に
盗
罪
を
認
め
て
い
る

（
142
）

が
、
情
報
の
性
質
を
電
気
と
の
対
比
に
お
い
て
考
え
る
と
、「
電
気
は
そ
れ

を
作
り
出
し
た
者
に
よ
っ
て
そ
れ
を
使
用
す
る
た
め
に
受
け
取
る
消
費
者
へ
と
引
き
渡
さ
れ
、
物
質
的
に
確
認
さ
れ
得
る
伝
送
の
効
果
に

よ
っ
て
、
最
初
の
者
の
所
有
か
ら
次
の
者
の
所
有
へ
と
移
動
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
刑
法
（
筆
者
註
：
フ
ラ
ン
ス
旧
刑
法
）
三
七
九
条
の

意
味
に
お
け
る
『
物
』
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
比
較
は
、
情
報
の
領
得
行
為
が
同
様
の
方
法

│
電
話
回
線
上
で
交
信

の
方
向
を
変
更
す
る
よ
う
に
接
続
を
行
な
う
こ
と
等

│
で
行
な
わ
れ
れ
ば
、
ま
す
ま
す
類
似
し
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
情
報

の
領
得
行
為
は
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
や
は
り
単
な
る
電
磁
波
の
キ
ャ
ッ
チ
に
よ
り
行
な
わ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
『
家

五
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
〇
〇
）

庭
用
の
』
電
気
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
記
憶
装
置
に
蓄
え
ら
れ
た
情
報
と
の
間
の
還
元
不
能
の
性
質
上
の
差
異
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
情
報
は
、
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
測
定
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
つ
ま
り
、
水
道
盗
ま
た
は
電
気

盗
に
関
す
る
す
べ
て
の
判
例
が
、
ま
さ
に
、『
不
正
に
変
更
さ
れ
た
』
メ
ー
タ
ー
は
そ
の
変
更
さ
れ
た
部
分
の
測
定
が
可
能
で
あ
る
と
い

う
事
実
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
情
報
は
測
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る

（
143
）

。」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
デ
ー
タ
は
そ
の
性
質
上

盗
罪
の
客
体
た
り
え
ず
、
ま
た
そ
れ
は
複
製
と
い
う
形
で
取
得
さ
れ
る
の
で
、
元
の
デ
ー
タ
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
元
の
ま
ま
に
あ

る
（
情
報
の
非
移
転
性
）
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
詐
欺
罪
の
適
用
も
困
難
で
あ
る
。
欺
罔
的
手
段
が
認
め
ら
れ
て
も
、
可
動
の
有
体
物
が

対
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
デ
ー
タ
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
も
の
に
は
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

（
144
）

。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
無
権
限
使
用
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、「
時
間
盗
（vol de tem

ps

）」、「
マ
シ
ン
・
タ
イ
ム
の
盗
用

（vol de tem
ps-m

achine

）」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
が
、
や
は
り
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
そ
の
も
の
の
奪
取
が
な
い
以
上
、
考
え
ら
れ
る
の
は
可
罰
的

な
「
使
用
盗
罪
（vol d ’usage

）」
の
適
用
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
自
動
車
の
不
正
使
用
処
罰
を
念
頭
に
判
例
が
認
め
た
可
罰
的
な
使
用
盗

罪
は
、「
所
有
者
と
し
て
ふ
る
ま
う
意
思
」
を
要
件
と
し
て
い
る
た
め
、
複
数
の
者
が
一
台
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
「
同
時
に
」
使
用
す
る

よ
う
な
形
態
（
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
）
を
前
提
と
す
る
と
、
通
常
想
定
さ
れ
る
無
権
限
使
用
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
「
所
有
者
と
し
て
ふ

る
ま
っ
た
」
と
は
到
底
い
え
ず
、
不
可
罰
と
せ
ざ
る
を
え
な
い

（
145
）

。
も
と
よ
り
単
純
な
無
権
限
ア
ク
セ
ス
、「
面
白
半
分
の
不
法
侵
入
（viol 

ludique

）」
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
わ
が
国
と
同
様
に
、
こ
れ
を
捕
捉
で
き
る
い
か
な
る
罰
条
も
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た

（
146
）

。
こ
の
よ

う
な
法
状
況
の
下
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
へ
の
対
策
の
必
要
性
が
自
覚
さ
れ
、
上
に
み
た
よ
う
に
刑
法
改
正
法
案
の
中
に
「
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
関
連
犯
罪
」
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
法
案
」
は
廃
案
と
な
る
が
、
そ
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
関
す
る
部
分
は
、
そ
の
後
の
立
法
作
業
に
強
い
影
響
を
も
た
ら
し
た
、
と
さ
れ
る

（
147
）

。

六
〇



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
〇
一
）

（
2
）　

一
九
八
八
年
刑
法
一
部
改
正

フ
ラ
ン
ス
の
最
初
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
刑
事
立
法
と
な
っ
た
の
は
、
従
来
、
刑
罰
法
令
に
よ
る
捕
捉
が
不
可
能
な
い
し
困
難
な
ま
ま

に
お
か
れ
て
い
た
情
報
処
理
領
域
の
不
正
行
為
を
、
刑
法
上
の
犯
罪
と
し
て
処
罰
し
よ
う
と
い
う
構
想
の
下
に
、
一
九
八
六
年
、
ゴ
ド
フ

ラ
ン
議
員
に
よ
り
下
院
に
そ
の
法
案
（
ゴ
ド
フ
ラ
ン
法
案
と
よ
ば
れ
る
）
が
提
出
さ
れ

（
148
）

、
そ
の
後
上
下
両
院
に
よ
る
一
年
あ
ま
り
を
か
け
た

審
議
を
経
て
、
翌
一
九
八
七
年
に
可
決
成
立
し
「
情
報
処
理
関
連
不
正
行
為
に
関
す
る
一
九
八
八
年
一
月
五
日
の
法
律
第
八
八
│

一
九

号
（
149
）

」
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
立
法
の
背
景
に
は
、
伝
統
的
犯
罪
類
型
に
よ
る
処
罰
の
体
系
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
入
り
込
み
う
る

種
々
の
空
隙
が
生
じ
て
お
り
、
立
法
に
よ
る
介
入
が
不
可
欠
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
し
う
る

（
150
）

。

こ
の
立
法
が
、
刑
法
領
域
に
新
し
い
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
入
し
、
刑
法
典
に
新
し
い
独
立
の
章
を
創
設
す
る

と
い
う
本
格
的
な
刑
事
立
法
で
あ
り
な
が
ら
、
速
や
か
な
立
法
作
業
と
な
っ
た
の
は
、「
こ
の
種
の
立
法
の
必
要
性
に
つ
き
議
会
に
お
い

て
合
意
が
あ
っ
た
か
ら
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
審
議
を
通
じ
て
幾
度
も
両
院
を
往
復
し
、
大
幅
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
可
決
さ

れ
た
時
点
で
は
「
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
当
初
の
姿
を
全
く
と
ど
め
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
情
報
処
理
領
域
に

固
有
の
犯
罪
の
処
罰
体
系
を
構
築
す
る
こ
と
の
技
術
的
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

（
151
）

。
本
法
の
主
要
関
係
部
分
（
犯
罪

類
型
の
規
定
部
分
）
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

唯
一
条　

刑
法
典
第
三
部
第
二
編
中
第
二
章
の
後
に
、
次
の
第
三
章
を
挿
入
す
る
。

第
三
章　

情
報
処
理
関
連
犯
罪
（D

e certaines infractions en m
atière inform

atique

）

第
四
六
二
条
の
二　

不
正
に
、
デ
ー
タ
の
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム
の
全
体
も
し
く
は
一
部
に
ア
ク
セ
ス
し
、
ま
た
は
滞
留
し
た
者
は
、
二

六
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
〇
二
）

月
以
上
一
年
以
下
の
拘
禁
お
よ
び
二
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
五
〇
、〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
で
罰
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
い
ず
れ

か
の
刑
で
罰
す
る
。

②　

前
項
の
行
為
に
因
り
、
同
シ
ス
テ
ム
中
に
収
納
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
消
去
も
し
く
は
改
変
、
ま
た
は
同
シ
ス
テ
ム
の
動
作
の
悪
化
を

生
じ
さ
せ
た
と
き
は
、
本
条
の
拘
禁
は
二
月
以
上
二
年
以
下
と
し
、
罰
金
は
一
〇
、〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
以
上
一
〇
〇
、〇
〇
〇
万
フ
ラ

ン
以
下
と
す
る
。

第
四
六
二
条
の
三　

故
意
に
、
他
人
の
権
利
を
無
視
し
て
、
デ
ー
タ
の
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム
の
動
作
を
妨
害
し
ま
た
は
狂
わ
せ
た
者
は
、

三
月
以
上
三
年
以
下
の
拘
禁
お
よ
び
一
〇
、〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
以
上
一
〇
〇
、〇
〇
〇
万
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
で
罰
し
、
ま
た
は
こ
れ

ら
い
ず
れ
か
の
刑
で
罰
す
る
。

第
四
六
二
条
の
四　

故
意
に
、
か
つ
他
人
の
権
利
を
無
視
し
て
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
、
デ
ー
タ
の
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム
に
デ
ー
タ
を

入
力
し
、
ま
た
は
同
シ
ス
テ
ム
に
収
納
さ
れ
た
デ
ー
タ
も
し
く
は
処
理
・
伝
送
に
関
す
る
方
法
（m

odes

）
を
消
去
も
し
く
は
改
変

し
た
者
は
、
三
月
以
上
三
年
以
下
の
拘
禁
お
よ
び
二
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
五
〇
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
で
罰
し
、
ま
た
は

こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
刑
で
罰
す
る
。

第
四
六
二
条
の
五　

他
人
に
損
害
を
与
え
る
よ
う
な
性
質
の
、
情
報
処
理
記
録
の
偽
造
を
行
な
っ
た
者
は
、
そ
の
記
録
の
形
式
の
如
何

を
問
わ
ず
、
一
年
以
上
五
年
以
下
の
拘
禁
お
よ
び
二
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
二
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
で
罰
す
る
。

第
四
六
二
条
の
六　

事
情
を
知
り
な
が
ら
、
前
条
の
客
体
で
あ
る
情
報
処
理
記
録
を
使
用
し
た
者
は
、
一
年
以
上
五
年
以
下
の
拘
禁
お

よ
び
二
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
上
二
、〇
〇
〇
、〇
〇
〇
フ
ラ
ン
以
下
の
罰
金
で
罰
し
、
ま
た
は
こ
れ
ら
い
ず
れ
か
の
刑
で
罰
す
る
。

六
二



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
〇
三
）

こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
①
シ
ス
テ
ム
へ
の
不
正
ア
ク
セ
ス
・
滞
留
の
罪
、
②
シ
ス
テ
ム
の
動
作
妨
害
の
罪
、
③
デ
ー
タ
の
無
権
限
入
力

お
よ
び
デ
ー
タ
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
消
去
・
改
変
の
罪
、
④
情
報
処
理
記
録
偽
造
お
よ
び
同
記
録
使
用
の
罪
の
各
犯
罪
類
型
に
関
す
る
規
定

が
（
ほ
か
に
全
て
の
罪
の
未
遂
処
罰
、
共
謀
の
処
罰
お
よ
び
没
収
に
関
す
る
規
定
が
）
設
け
ら
れ
た
。

こ
の
立
法
の
特
徴
は
、
ま
ず
、
処
罰
規
定
を
特
別
法
に
よ
ら
ず
刑
法
典
中
に
設
け
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
わ
が
国
と
同
じ
で
あ
る

が
、
異
な
る
の
は
、
情
報
処
理
犯
罪
に
関
す
る
規
定
を
一
つ
に
ま
と
め
て
規
定
し
法
典
中
の
独
立
の
章
と
し
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

新
た
な
章
「
第
三
章　
情
報
処
理
犯
罪
」
は
、
刑
法
典
第
三
部
第
二
編
「
個
人
に
対
す
る
重
罪
お
よ
び
軽
罪
」
中
の
第
一
章
「
人
身
に
対

す
る
重
罪
お
よ
び
軽
罪
」、
第
二
章
「
財
産
に
対
す
る
重
罪
お
よ
び
軽
罪
」
に
続
く
第
三
章
と
し
て
法
典
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
関
す
る
規
定
が
、
財
産
犯
の
章
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
独
立
の
章
と
し
て
配
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
類
型
を
財
産
犯
体
系
へ
導
入
す
る
こ
と
が
、
フ
ァ
イ
ル
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
な
ど
無
形
の
も
の
の
所
有
権
を
事
実
上

是
認
し
て
し
ま
う
こ
と
に
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
立
法
者
の
懸
念
に
由
来
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る

（
152
）

。
こ
の
よ
う
な
法
典
中
の
位

置
づ
け
は
、
実
際
の
規
定
の
解
釈
・
適
用
上
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い

（
153
）

と
し
て
も
、
新
た
に
犯
罪
化
さ
れ
た
類
型
を
、

財
産
犯
と
は
別
の
「
情
報
処
理
に
関
連
す
る
（en m

atière inform
atique

）」「（
あ
る
種
の
（de certaines

））
犯
罪
（infractions

）」
と
位
置

づ
け
た
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ゴ
ド
フ
ラ
ン
議
員
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
と
き
の
最
初
の
法
案
は
、「
一
方
に
お
い
て
当
該
領

域
の
す
べ
て
の
不
正
行
為
を
網
羅
す
る
こ
と
、
他
方
に
お
い
て
盗
罪
や
詐
欺
な
ど
の
従
来
の
犯
罪
類
型
の
適
用
に
お
け
る
判
例
の
躊
躇
と

学
説
の
反
対
を
一
掃
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

（
154
）

」、
各
種
の
犯
罪
の
客
体
に
情
報
処
理
記
録
を
加
え
、
盗
罪
の
節
中
に
デ
ー
タ
、
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
不
法
入
手
罪
を
新
設
す
る
な
ど
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
処
罰
に
関
わ
る
全
て
の
問
題
を
立
法
に
よ
り
解
消
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
包

括
的
な
刑
事
立
法
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
た
法
案
は
、
後
の
大
幅
な
修
正
に
よ
り
情
報
盗
な
ど
の
規
定
を

六
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
〇
四
）

廃
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
限
定
す
る
い
く
つ
か
の
条
文
を
独
立
の
章
に
ま
と
め
た
か
た
ち
の
本
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
情
報
処
理
）
関
連
犯
罪
に
関
す
る
刑
事
立
法
に
際
し
て
、
伝
統
的
な
財
産
犯
罪
の
原
則
へ
の
考
慮
が
強
く
働
き
、
最

終
的
に
は
技
術
革
新
が
生
ん
だ
新
し
い
脅
威
に
対
す
る
刑
事
規
制
に
あ
た
っ
て
も
控
え
め
な
立
法
態
度
に
収
束
し
て
行
っ
た
点
は
、
や
は

り
わ
が
国
と
共
通
の
指
向
が
み
ら
れ
る
。
伝
統
的
な
法
原
則
を
尊
重
す
る
と
こ
ろ
に
安
定
感
を
見
出
す
点
で
は
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
こ
の
一
九
八
八
年
改
正
法
の
特
徴
は
、
上
に
み
た
よ
う
に
、
情
報
処
理
に
関
連
す
る
不
正
行
為
を
、
他

の
既
存
の
類
型
と
切
り
離
し
た
情
報
処
理
領
域
特
有
の
犯
罪
類
型
と
し
て
構
想
し
、
最
初
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
刑
事
立
法
で
あ
る
本
法

に
お
い
て
、
典
型
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
侵
害
行
為
で
あ
る
不
正
ア
ク
セ
ス
の
処
罰
に
焦
点
を
当
て
た
点
に
あ
る
。
わ
が
国
も
、
ほ
ぼ
同
時

期
（
一
九
八
七
年
）
に
刑
法
一
部
改
正
に
よ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
対
策
立
法
を
行
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
不
正
ア
ク
セ
ス

の
犯
罪
化
は
見
送
ら
れ
、
文
書
偽
造
罪
、
業
務
妨
害
罪
、
詐
欺
罪
、
文
書
毀
棄
罪
と
い
っ
た
既
存
の
犯
罪
類
型
を
修
正
・
拡
張
し
た
類
型

を
創
設
し
、
そ
れ
ら
を
従
来
の
条
文
の
前
後
に
配
置
し
、
あ
る
い
は
従
来
の
条
文
中
に
組
み
入
れ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
方
法
は
、
新
設
さ
れ
た
犯
罪
類
型
を
既
存
の
類
型
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
、
既
存
の
類
型
と
共
通
性
を
有
す
る
行
為
に
処
罰

範
囲
を
と
ど
め
よ
う
と
す
る
力
が
働
く
（
た
と
え
ば
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
を
文
書
偽
造
罪
と
パ
ラ
レ
ル
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
保
護
法
益
論
な

ど
に
そ
れ
が
み
ら
れ
た
）
た
め
、
新
し
い
価
値
の
保
護
を
指
向
す
る
刑
事
立
法
の
発
展
に
と
っ
て
は
ブ
レ
ー
キ
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

わ
が
国
で
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
の
刑
事
規
制
は
特
別
法
の
制
定
に
よ
っ
て
実
現
し
た
が
、
刑
法
典
中
に
お
か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
不
正
ア

ク
セ
ス
罪
（
四
六
二
条
の
二
）
は
、
そ
の
成
立
に
何
ら
の
侵
害
結
果
の
発
生
も
要
求
し
な
い
点
で
共
通
す
る
。
ま
た
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
へ

の
ア
ク
セ
ス
が
可
罰
的
で
あ
る
た
め
に
は
、「
不
正
に
」
そ
れ
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
点
で
も
共
通
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か

六
四



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
〇
五
）

し
、
わ
が
国
の
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
上
の
不
正
ア
ク
セ
ス
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
経
由
で
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
措
置

の
施
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
侵
入
す
る
行
為
を
指
し
、
そ
の
「
不
正
ア
ク
セ
ス
」
は
「
無
権
限
ア
ク
セ
ス
」
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
の
「
不
正
に
（frauduleusem

ent

）」
と
は
、
そ
の
意
味
を

異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
立
法
過
程
で
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
の
客
体
を
無
権
限
ア
ク
セ
ス
か
ら
の
保
護
措
置
（
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
ー
手
段
）
を
備
え
た
シ
ス
テ
ム
に
限
定
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
が
、
こ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
手
段
の
要
求
は
、「
不
正
に
」
と
い
う

文
言
か
ら
そ
の
条
件
が
当
然
に
導
か
れ
る
と
さ
れ
、
結
局
明
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る

（
155
）

。
す
な
わ
ち
、
本
罪
の
客
体
は
一
定
の
保

護
措
置
（
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
る
ア
ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
よ
う
な
）
が
施
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
保
護
装
置
に
つ
い
て
の
明
文
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
シ
ス
テ
ム
の
管
理
者
（m

aître du systèm
e

）
の
意

思
に
反
す
る
シ
ス
テ
ム
へ
の
侵
入
一
般
を
不
正
と
解
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、「
あ
る
一
人
の
人
物
が
情
報
の
全
体
を
『
私
物
化
』

し
、
情
報
の
検
索
に
つ
い
て
の
絶
対
的
な
独
占
権
を
確
保
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
」
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
、
と
の
批
判
が
加
え
ら

れ
た

（
156
）

。「
立
法
者
は
そ
の
本
来
の
意
図
以
上
に
処
罰
領
域
を
か
な
り
拡
大
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
157
）

。」
と
の
指
摘
の
よ
う
に
、
本
罪
は
、
運

用
如
何
に
よ
っ
て
は
、
立
法
者
の
意
図
を
離
れ
て
過
度
に
広
範
な
処
罰
を
招
く
可
能
性
が
無
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う

（
158
）

。

フ
ラ
ン
ス
の
一
九
八
八
年
一
月
五
日
法
は
、
以
上
の
と
お
り
、
デ
ー
タ
の
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム

│
電
子
計
算
機
で
は
な
い

│
の
概

念
を
中
核
に
、
そ
れ
へ
の
不
正
ア
ク
セ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
登
場
に
伴
っ
て
初
め
て
現
わ
れ
た
情
報
処
理
領
域
固
有

の
不
正
行
為
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
と
く
に
、
本
法
は
、
通
信
回
線
を
経
由
し
て
容
易
に
行
な
わ
れ
る
不
正
ア
ク

セ
ス
の
規
制
や
、
デ
ー
タ
伝
送
の
モ
ー
ド
（
通
信
に
関
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）
の
保
護
な
ど
の
点
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
電
気
通
信
の
結
合

を
念
頭
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
規
制
へ
の
指
向
性
を
明
確
に
し
た
立
法
例
と
い
え
る
。

六
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
〇
六
）

本
法
は
、
各
種
の
定
義
規
定
を
置
か
ず
、
客
体
の
限
定
の
明
文
化
を
避
け
、
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
を
は
じ
め
相
当
広
い
処
罰
範
囲
も
つ
類

型
を
お
き
、
更
に
す
べ
て
の
罪
の
未
遂
、
共
謀
の
処
罰
の
規
定
を
置
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
全
体
と
し
て
か
な
り
広
範
囲
な
処
罰
領
域
を

有
す
る
立
法
の
外
観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
は
、
わ
が
国
と
対
照
的
な
立
法
例
の
よ
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
方
で
、
最
初
に
議

会
に
提
出
さ
れ
た
法
案
は
、
デ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
不
正
取
得
な
ど
に
関
す
る
類
型
を
持
っ
て
い
た

（
159
）

と
こ
ろ
、
そ
う
い
っ
た
角
度
か
ら

の
犯
罪
化
は
注
意
深
く
避
け
ら
れ
、
不
正
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
罪
の
規
定
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
不
正
ア
ク
セ
ス
罪
の
射
程

を
広
く
と
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
直
接
の
処
罰
を
避
け
た
情
報
の
不
正
入
手
を
、
間
接
的
に
刑
事
規
制
の
枠
内
に
お
さ
め
よ
う
と
し
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
は
、
わ
が
国
で
規
制
が
見
送
ら
れ
た
部
分
を
む
し
ろ
中
心
的
に
と
り
込
ん
だ
、
立
法
形
式
、
内

容
と
も
に
対
照
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
期
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
例
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
差
異
が
み
ら
れ
る
理
由
に
は
、
フ
ラ
ン

ス
刑
法
の
体
系
と
関
わ
る
観
点
か
ら
の
考
慮
を
除
け
ば
、
情
報
通
信
の
発
展
と
い
う
点
で
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
が
わ
が
国
よ
り
一
歩
先
を
歩

ん
で
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
世
界
に
先
駆
け
て
家
庭
や
職
場
に
置
か
れ
た
端
末
を
セ
ン

タ
ー
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
結
び
、
情
報
の
利
用
、
や
り
取
り
を
す
る
ヴ
ィ
デ
オ
ッ
テ
ク
ス
の
普
及
に
国
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
お
り
、

「
ミ
ニ
テ
ル
（m

initel

）」
と
呼
ば
れ
る
専
用
端
末
が
無
料
配
布
さ
れ
、
人
々
の
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
た
。
は
じ
め
電
子
電
話
帳

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
一
九
八
三
年
に
ス
タ
ー
ト
し
た
が
、
一
九
八
九
年
当
時
で
四
七
〇
万
台
が
設
置
済
と
い
わ
れ
て
い
た

（
160
）

。
こ
の
よ
う
な
事

情
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
の
関
係
に
つ
い
て
実
証
的
な
考
察
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、「
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
ミ

ニ
テ
ル
の
急
激
な
普
及
以
来
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
は
急
速
に
増
加
し
て
お
り
」、「
三
〇
〇
万
台
の
ミ
ニ
テ
ル
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
慣
ら

さ
れ
た
一
〇
〇
〇
万
人
近
く
の
人
々
を
作
り
出
し
た
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
は
、
今
後
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
が
増
加
し
な
い
と
い
う
こ

六
六



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
〇
七
）

と
は
あ
り
え
な
い
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た

（
161
）

。
さ
ら
に
、「
ミ
ニ
テ
ル
の
使
用
の
増
加
は
、
情
報
や
金
銭
の
横
領
を
助
長
す
る
傾
向

を
導
く
」
と
し
て
、
料
金
を
支
払
わ
ず
に
不
正
に
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
を
使
用
す
る
手
口
を
紹
介
す
る
意
見
も
散
見
さ
れ
た

（
162
）

。
フ
ラ
ン
ス
が

情
報
通
信
の
保
護
を
も
念
頭
に
お
い
た
情
報
犯
罪
型
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
を
行
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
そ
の
影
響
は
間
接
的
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が

（
163
）

、
以
上
の
よ
う
な
事
情
の
存
在
も
考
慮
さ
れ
よ
う
。
同
じ
く
急
速
な
情
報
化
が
す
す
ん
で
い
る
時
期
で
あ
っ
て
も
、

わ
が
国
の
よ
う
に
、
研
究
機
関
や
一
部
の
企
業
、
金
融
機
関
な
ど
に
ユ
ー
ザ
が
限
定
さ
れ
て
い
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
形
態
の
社
会
と
、

そ
れ
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
り
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
社
会
と
で
は
、
不
正
行
為
の
発
現
形
態
や
性
質
に
違
い
が
生
じ
る
と
も

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
3
）　

一
九
九
二
年
刑
法
全
面
改
正

フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
九
二
年
七
月
に
、
そ
れ
ま
で
の
刑
法
典
（
一
八
一
〇
年
制
定
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
）
を
全
面
改
正
し
た
（
施
行
は

一
九
九
四
年
三
月
一
日

（
164
）

）
が
、
上
に
み
た
、
情
報
処
理
関
連
不
正
行
為
に
関
す
る
一
九
八
八
年
一
月
五
日
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
規
定
は
、

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
新
刑
法
典
に
継
承
さ
れ
た
。
本
法
成
立
時
の
情
報
処
理
犯
罪
主
要
関
係
部
分
（
犯
罪
類
型
の
規
定
部
分
）
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。第

三
章　

デ
ー
タ
の
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
侵
害

第
三
二
三
│

一
条
【
不
法
ア
ク
セ
ス
等
】　

①　

不
法
に
、
デ
ー
タ
の
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム
の
全
体
ま
た
は
一
部
に
ア
ク
セ
ス
し
、
ま

た
は
滞
留
す
る
行
為
は
、
一
年
の
拘
禁
お
よ
び
一
〇
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
で
罰
す
る
。

②　

前
項
の
行
為
に
よ
り
、
シ
ス
テ
ム
中
の
デ
ー
タ
の
消
去
も
し
く
は
改
変
、
ま
た
は
シ
ス
テ
ム
の
動
作
の
悪
化
が
生
じ
た
と
き
は
、

六
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
〇
八
）

そ
の
刑
を
二
年
の
拘
禁
お
よ
び
二
〇
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
と
す
る
。

第
三
二
三
│

二
条
【
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
業
務
妨
害
】　

デ
ー
タ
の
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム
の
動
作
を
妨
害
し
、
ま
た
は
不
調
に
す
る
行
為
は
、

三
年
の
拘
禁
お
よ
び
三
〇
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
で
罰
す
る
。

第
三
二
三
│

三
条
【
デ
ー
タ
の
不
正
操
作
】　

不
法
に
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム
に
デ
ー
タ
を
入
力
し
、
ま
た
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
収
納

す
る
デ
ー
タ
を
不
法
に
消
去
も
し
く
は
改
変
す
る
行
為
は
、
三
年
の
拘
禁
お
よ
び
三
〇
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
で
罰
す
る
。

一
九
九
二
年
刑
法
改
正
に
伴
い
、
情
報
処
理
記
録
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
デ
ー
タ
）
の
偽
造
罪
の
み
が
削
除
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
文
書

偽
造
罪
の
客
体
が
「
文
書
そ
の
他
す
べ
て
の
思
想
表
現
手
段
」
へ
と
拡
張
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る

（
165
）

が
、
他
は
ほ
と
ん
ど
同
様
の

形
式
・
内
容
を
維
持
し
て
新
法
典
に
移
植
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）　

二
〇
〇
四
年
刑
法
一
部
改
正

そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
関
す
る
条
約
（C

ouncil of E
urope C

onvention on C
ybercrim

e

」

（
二
〇
〇
一
年
一
一
月
八
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
閣
僚
委
員
会
採
択
）
の
批
准
に
向
け
た
国
内
法
整
備
の
一
環
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
に
法
改

正
を
行
い

（
166
）

、
上
の
「
デ
ー
タ
の
自
動
処
理
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
侵
害
」
の
章
に
ウ
ィ
ル
ス
作
成
罪
な
ど
新
た
な
規
定
を
付
加
す
る
等
、
刑

法
典
に
修
正
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
、
①
第
三
二
三
│

三
条
の
後
に
、
次
の
新
た
な
規
定
を
設
け
る
も
の

（
167
）

、
で
あ
る
。

第
三
二
三
│

三
│

一
条　

正
当
な
理
由
な
く
、
第
三
二
一
│

一
条
な
い
し
第
三
二
三
│

三
条
に
定
め
る
一
つ
ま
た
は
複
数
の
罪
を
犯
す

目
的
で
考
案
さ
れ
、
ま
た
は
特
別
に
調
製
さ
れ
た
設
備
、
機
器
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ま
た
は
す
べ
て
の
デ
ー
タ
を
、

六
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コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
〇
九
）

輸
入
し
、
所
持
し
、
提
供
し
、
譲
渡
し
、
ま
た
は
そ
の
用
に
供
す
る
行
為
は
、
各
罪
に
つ
い
て
定
め
た
刑
、
ま
た
は
最
も
重
く
罰
せ

ら
れ
る
罪
に
つ
い
て
定
め
た
刑
で
罰
す
る
。

ま
た
、
②
三
二
三
│

一
条
の
一
項
（
不
法
ア
ク
セ
ス
罪
）
の
法
定
刑
を
「
一
年
の
拘
禁
お
よ
び
一
〇
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
」
か
ら
、「
二
年

の
拘
禁
お
よ
び
三
万
ユ
ー
ロ
の
罰
金
」
に
引
き
上
げ
、
二
項
（
加
重
処
罰
）
の
法
定
刑
を
「
二
年
の
拘
禁
お
よ
び
二
〇
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
」

か
ら
、「
三
年
の
拘
禁
お
よ
び
四
万
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
」
に

（
168
）

、
同
様
に
、
③
三
二
三
│

二
条
（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
業
務
妨
害
罪
）
の
法

定
刑
を
「
三
年
の
拘
禁
お
よ
び
三
〇
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
」
か
ら
、「
五
年
の
拘
禁
お
よ
び
七
万
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
」
に

（
169
）

、
④

三
二
三
│

三
条
（
デ
ー
タ
の
不
正
操
作
罪
）
の
法
定
刑
を
「
三
年
の
拘
禁
お
よ
び
三
〇
万
フ
ラ
ン
の
罰
金
」
か
ら
「
五
年
の
拘
禁
お
よ
び
七

万
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
罰
金
」
に

（
170
）

、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

新
た
に
付
加
さ
れ
た
三
二
三
│

三
│

一
条
の
罪
は
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
批
准
に
向
け
た
国
内
法
整
備
の
一
環
と
し
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
ウ
ィ
ル
ス
処
罰
を
定
め
た
も
の
で
あ
る

（
171
）

。
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
「
装
置
の
濫
用
（
六
条
）」
と

し
て
、「（
違
法
な
ア
ク
セ
ス
・
傍
受
・
シ
ス
テ
ム
妨
害
等
の
）
犯
罪
を
主
と
し
て
行
う
た
め
に
設
計
さ
れ
又
は
改
造
さ
れ
た
装
置
（
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
含
む
。）」
を
、
こ
れ
ら
「
犯
罪
を
行
う
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
」、「
製
造
し
、
販
売
し
、
使
用

の
た
め
に
取
得
し
、
輸
入
し
、
頒
布
し
又
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
利
用
可
能
と
す
る
こ
と
」
の
犯
罪
化
を
要
請
し
て
い
る

（
172
）

が
、
本
罪

の
規
定
は
ほ
ぼ
忠
実
に
そ
の
要
請
に
こ
た
え
よ
う
と
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る

（
173
）

。

こ
の
改
正
は
、
他
の
情
報
処
理
犯
罪
の
法
定
刑
を
大
き
く
引
き
上
げ
た
こ
と
も
含
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
連
犯
罪
の
状

況
に
対
応
す
べ
く
、
情
報
処
理
領
域
固
有
の
刑
事
法
制
の
整
備
を
積
極
的
に
図
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
っ
と
も
重
要

六
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
一
〇
）

な
点
は
、
そ
れ
が
、
広
範
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
に
よ
り
実
現
さ
れ
た
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
を
基
盤
に
し
た
経
済
活

動
等
の
発
展
を
見
据
え
た
法
改
正
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
〇
〇
四
年
の
刑
法
一
部
改
正
は
、「
デ
ジ
タ
ル
経
済
に
お
け
る
信
頼

（
の
確
保
）
の
た
め
の
二
〇
〇
四
年
六
月
二
一
日
・
法
律
第
二
〇
〇
四
│

五
七
五
号

（
174
）

」。
の
制
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
同
法
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
等
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
活
用
に
よ
り
行
わ
れ
る
経
済
活
動
の
イ
ン
フ
ラ
と
な
る
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
の

維
持
発
展
を
図
る
と
い
う
デ
ジ
タ
ル
経
済
（économ

ie num
érique

）
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
政
策
の
一
環
と
し
て
、
多
数
の
法
令
に
修
正

を
加
え
る
総
合
的
・
包
括
的
な
立
法
措
置
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
「
サ
イ
バ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
や

「
サ
イ
バ
ー
モ
ー
ル
」
と
い
う
表
現
が
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
に
な
り
つ
つ
あ
る
が

（
175
）

、
広
範
で
高
度
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
進
展
に
よ
り
出
現
し
た

サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
で
行
わ
れ
る
経
済
活
動
が
ま
す
ま
す
活
発
化
し
て
行
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
政
策
の
推
進

が
強
く
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
176
）

。

以
上
に
み
て
き
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
関
連
犯
罪
に
関
す
る
立
法
態
度
に
つ
い
て
は
、
他
国
と
比
べ
特
に

犯
罪
現
象
自
体
多
い
と
は
い
え
な
い
の
に
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
に
対
処
可
能
な
立
法
上
の
武
器
を
、「
世
界
に
先
駆
け
て
用
意
し
て
い
る

点
が
特
徴
的
」
で
あ
り
、「
早
く
か
ら
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
立
法
を
行
い
、
議
論
を
積
み
重
ね
て
よ
り
よ
い
規
定
に
整
理
・
統
合
し
て
い
っ
た

フ
ラ
ン
ス
の
姿
勢
に
は
、
日
本
も
見
習
う
べ
き
点
が
少
な
い
な
い

（
177
）

」
と
の
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
方
式
の
ど

ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
は
一
概
に
断
じ
ら
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
一
貫
し
て
強
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
の
刑
事
規
制
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
新
し
い
価
値
の
保
護
を
指
向
し
続
け
て
き
た
フ
ラ
ン
ス
の
態
度
は
、
今
日
、
刑
法
典
が
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
規
制
に
取
り
組
む
選
択

肢
を
積
極
的
に
模
索
す
べ
き
で
あ
る

（
178
）

と
す
れ
ば
、
参
考
に
す
る
意
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

七
〇



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
一
一
）

（
107
） 

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
対
す
る
刑
事
立
法
の
方
法
に
は
、「（
一
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
連
し
た
反
社
会
的
行
為
を
広
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と

し
て
捕
捉
し
、
総
合
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
処
罰
法
を
指
向
す
る
考
え
方
と
、（
二
）
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
適
正
な
機
能
を
害
す
る
行
為
に
限
定
し

て
刑
事
立
法
を
行
う
考
え
方
と
が
あ
る
が
、
今
回
の
改
正
は
（
二
）
の
方
向
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
の
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
（
曽
根
威
彦

「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
デ
ー
タ
の
保
護
」
刑
法
雑
誌
二
八
巻
四
号
（
一
九
八
八
）
四
六
八
頁
）。

（
108
） 

佐
久
間
修
「
情
報
犯
罪
・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
八
号
（
二
〇
〇
八
）
一
〇
九
頁
。

（
109
） 

こ
れ
に
関
し
、
批
判
的
な
立
場
か
ら
、
山
口
教
授
は
、
電
磁
的
記
録
の
作
成
名
義
の
真
偽
を
問
題
と
し
な
い
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
そ
の

よ
う
な
方
法
に
は
、「
デ
ー
タ
の
証
明
機
能
で
は
な
く
、
情
報
処
理
の
正
し
さ
を
保
護
法
益
と
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
、
基
本
的
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
つ
い
て
だ
け
、
情
報
処
理
阻
害
を
処
罰
す
る
実
質
的
理

由
が
あ
る
か
、
疑
問
が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
山
口
厚
「
電
磁
的
記
録
と
文
書
犯
罪
規
定
の
改
正
」
前
掲
（
註（
66
）
八
│
九
頁
）。
ま
た
、

「
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
に
お
け
る
『
不
正
』
は
、『
権
限
な
く
』
よ
り
も
は
る
か
に
抽
象
的
で
あ
り
、
立
法
趣
旨
も
有
形
偽
造
に
限
定
す
る
こ
と

を
意
識
的
に
避
け
、
無
形
偽
造
を
も
処
罰
す
る
意
図
で
右
の
よ
う
な
表
現
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
文
書
に
比
較
し
て
電
磁
的
記
録
を
特
権

化
す
る
も
の
」
と
の
批
判
も
加
え
ら
れ
て
い
る
（
中
山
研
一
ほ
か
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
等
に
関
す
る
刑
法
一
部
改
正
』
前
掲
（
註（
68
））
四
六
頁

﹇
神
山
敏
雄
﹈）。

（
110
） 

米
澤
慶
治
編
『
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
解
説
』
前
掲
（
註（
63
））
九
六
頁
以
下
。

（
111
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
芝
原
教
授
は
、
こ
う
し
た
困
難
な
問
題
を
生
じ
る
の
は
、「
こ
の
部
分
の
実
体
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
す
る
情
報
処
理
阻

害
行
為
の
処
罰
を
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
罪
の
背
景
に
は
、
器
物
毀
棄
に
よ
る
業
務
妨
害
と
、
情
報
処
理
阻
害
に
よ
る
業
務
妨
害
の
二

つ
の
『
原
型
』
が
存
在
す
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
立
案
作
業
の
過
程
で
情
報
処
理
阻
害
を
正
面
か
ら
処
罰
す
る
方
針
が
捨
て
去
ら
れ

た
後
も
、「
こ
の
情
報
処
理
阻
害
罪
の
実
質
は
、
試
案
の
『
不
正
動
作
』
や
骨
子
の
『
使
用
目
的
に
反
す
る
動
作
』（
改
正
案
で
は
『
使
用
目
的
ニ
違

フ
動
作
』）
と
い
う
か
た
ち
で
取
り
込
ま
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
（
芝
原
邦
爾
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
に
よ
る
情
報

処
理
と
業
務
妨
害
罪
」
前
掲
（
註（
66
））
一
五
頁
）。

（
112
） 

本
稿
﹇
Ⅳ　
1　
⑵
﹈
参
照
。

七
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
一
二
）

（
113
） 

西
田
典
之
「
カ
ー
ド
犯
罪
と
刑
法
改
正
」
前
掲
（
註（
72
））
一
七
頁
、
同
『
刑
法
各
論
』
前
掲
（
註（
72
））
三
一
八
頁
。

（
114
） 

今
井
猛
嘉
「
支
払
用
カ
ー
ド
の
保
護
に
関
す
る
刑
法
の
一
部
改
正
」
前
掲
（
註（
70
））
四
六
│
四
七
頁
。
な
お
、
渡
邊
卓
也
「
電
子
マ
ネ
ー
の

不
正
取
得
と
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
罪
」
姫
路
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
号
（
二
〇
一
一
）
二
五
頁
以
下
は
、「
カ
ー
ド
」
以
外
の
形
状
の
記
録
媒
体

（
た
と
え
ば
「
お
サ
イ
フ
ケ
ー
タ
イ
」
機
能
を
有
す
る
携
帯
電
話
機
中
の
チ
ッ
プ
）
に
保
存
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
も
、
支
払
用
カ
ー
ド
中

の
そ
れ
と
同
等
に
保
護
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

（
115
） 

佐
伯
教
授
は
、
本
法
成
立
の
前
に
、
無
権
限
ア
ク
セ
ス
規
制
に
関
し
て
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
経
由
で
の
外
部
か
ら
の
侵
入
に
対
す
る
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
措
置
が
施
さ
れ
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
無
権
限
で
侵
入
す
る
行
為
に
限
っ
て
処
罰
す
る
方
向
が
考
え
ら
れ
る
、
と
し
た
う
え
で
、

「
こ
の
よ
う
な
方
向
は
、
無
権
限
ア
ク
セ
ス
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
よ
り
も
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。」
と
し
て
い
た

（
佐
伯
仁
志
「
無
権
限
ア
ク
セ
ス
規
制
に
関
す
る
覚
書
」
研
修
六
〇
二
号
（
一
九
九
八
）
一
一
頁
）。

（
116
） 

山
口
厚
「
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
法
」
岩
村
正
彦
ほ
か
編
『
現
代
の
法
六　
現
代
社
会
と
刑
事
法
』
岩
波
書
店
（
一
九
九
八
）
一
〇
五
頁
。

（
117
） 

本
稿
﹇
Ⅳ　
2　
⑵
﹈
参
照
。

（
118
） 

石
井
徹
哉
「
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
の
意
義
と
限
界
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
一
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
）
二
五
頁
、
三
五
頁
。

（
119
） 

石
井
徹
哉
「
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
の
意
義
と
限
界
」
前
掲
（
註（
118
））
一
七
頁
。

（
120
） 

佐
久
間
修
「
情
報
犯
罪
・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
前
掲
（
註（
108
））
一
一
五
頁
。

（
121
） 

二
〇
一
一
年
一
二
月
八
日
付
け
毎
日
新
聞
夕
刊
。

（
122
） 

二
〇
一
一
年
一
二
月
二
三
日
付
け
毎
日
新
聞
朝
刊
。
成
立
し
た
「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
四
年
法
律
第
一
二
号
）」
に
つ
い
て
は
、
四
方
光
「
不
正
ア
ク
セ
ス
禁
止
法
改
正
の
背
景
・
経
緯
及
び
不
正
ア
ク
セ
ス
対
策
の
今
後
の
課

題
」
警
察
学
論
集
六
五
巻
六
号
（
二
〇
一
二
）
一
三
頁
以
下
、
蔵
原
智
行
「『
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
』
に
つ
い
て
」
同
誌
同
号
二
一
頁
以
下
、
蔵
原
「
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
行
為
、
Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
不
正
取
得
等
の
禁
止
・
処
罰
等
」
時
の
法
令

一
九
〇
九
号
（
二
〇
一
二
）
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
123
） 

今
井
猛
嘉
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
」
前
掲
（
註（
83
））
五
五
頁
。

七
二



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
一
三
）

（
124
） 

本
稿
﹇
Ⅳ　
3　
⑵
﹈
参
照
。

（
125
） 

佐
久
間
修
「
情
報
犯
罪
・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
前
掲
（
註（
108
））
一
一
三
頁
。

（
126
） 
伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
各
論
』
日
本
評
論
社
（
二
〇
一
一
）
四
二
八
頁
。

（
127
） 
佐
久
間
修
「
情
報
犯
罪
・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
前
掲
（
註（
108
））
一
一
三
頁
。

（
128
） 

今
井
猛
嘉
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
」
前
掲
（
註（
83
））
五
七
頁
。

（
129
） 

園
田
寿
『
情
報
社
会
と
刑
法
』
成
文
堂
（
二
〇
一
一
）
六
八
頁
以
下
。

（
130
） 

山
口
厚
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
対
す
る
実
体
法
的
対
応
」
前
掲
（
註（
83
））
一
九
頁
。

（
131
） P

R
O
JE

T
 D

E
 L

O
I portant réform

e du code pénal, Journal offi  ciel N
o 300/S

É
N
A
T
, A

nnexe procès-verbal de la séance du 

20 février 1986, Im
prim

erie du S
énat.

（
132
） 

詳
細
は
、
こ
の
改
正
法
案
を
検
討
す
る
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
刑
法
」
前
掲
（
註（
62
））
一
六
九
頁
以
下
、
恒
光
徹

「
フ
ラ
ン
ス
一
九
八
六
年
刑
法
典
改
正
法
案
（
四
）・
完
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
三
八
巻
二
号
（
一
九
八
八
）
一
三
五
頁
以
下
、
参
照
。

（
133
） 

中
山
研
一
＝
神
山
敏
雄
編
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
等
に
関
す
る
刑
法
一
部
改
正
』
前
掲
（
註（
68
））
三
九
頁
。

（
134
） Jean P

radel et C
hristian F

euillard, L
es infractions com

m
ises au m

oyen de l’ordinateur, R
evue de droit pénal et de 

crim
inologie, 1985, p.307.

（
135
） P

ierre S
argos et M

ichel M
assé, L

e droit pénal spécial né de l’inform
atique, Inform

atique et droit pénal, C
ujas, 1983, p.26.

（
136
） P

radel et F
euillard, op. cit., p. 309.

（
137
） Ibid., p. 310.

（
138
） C
rim

. 10 décem
bre 1970, D

.S
. 1972, J. 155.

（
139
） P

radel et F
euillard, op. cit., p.311.

（
140
） P

radel et F
euillard, op. cit., p.314.

（
141
） Ibid., p. 315.
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
一
四
）

（
142
） C

rim
. 3 août 1912, S

. 1913, I, 337.
（
143
） S

argos et M
assé, op. cit., p.28.

（
144
） P

radel et F
euillard, op.cit., pp.317 et 318.

（
145
） Ibid., p.320.

（
146
） Ibid.

（
147
） F

rançoise C
ham

oux, L
a loi sur la fraude inform

atique: de nouvelles incrim
inations, J.C

.P
. 1988, Ⅰ

, 3321, n
o 2.

（
148
） P

roposition A
ssem

blée N
ationale, n

o 352, 5 août 1986.

（
149
） L

oi n
o 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude inform

atique, J.O
. 6 janv. 1988; J.C

.P
.1988, Ⅲ

, 61042.

本
法
を
解
説
す
る
、

拙
稿
「
情
報
処
理
関
連
不
正
行
為
に
関
す
る
一
九
八
八
年
一
月
五
日
の
法
律
第
八
八
│

一
九
号
」
國
學
院
法
學
二
六
巻
一
号
二
七
九
頁
以
下

（
一
九
八
八
）、
拙
稿
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
一
九
八
八
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
一
部
改
正
」
前
掲
（
註（
62
））、
を
参
照
。
な
お
、
情
報
処
理
犯
罪

全
般
に
つ
い
て
、R

aym
ond G

A
S
S
IN

, Inform
atique

（F
raude inform

atique

）, R
epertoir de droit pénal et de procédure pénal, 1995, 

p.2 et seq.

参
照
。

（
150
） H

ervé C
roze, L

’apport du droit pénal à la théorie générale du droit de l’inform
atique, J.C

.P
., 1988, Ⅰ

, 3333, n
o 1.

（
151
） 

恒
光
徹
「
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
八
八
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
に
つ
い
て
」
前
掲
（
註（
62
））
九
八
頁
。

（
152
） C

ham
oux, op. cit., n

o 3.

（
153
） C

roze, op. cit., n
o 2.

（
154
） 

恒
光
徹
「
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
八
八
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
に
つ
い
て
」
前
掲
（
註（
62
））
九
九
頁
。

（
155
） 

恒
光
徹
「
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
八
八
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
に
つ
い
て
」
前
掲
（
註（
62
））
一
〇
九
頁
。

（
156
） C

roze, op. cit., n
o 10.

（
157
） Ibid.

（
158
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
不
正
の
概
念
に
よ
る
限
定
は
裁
判
官
に
よ
り
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
と
す
る
立
法
者
の
認
識
（R

apport 

七
四



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
一
五
）

R
ené A

ndré, A
ssem

blée N
ationale, n

o 744

（1986-1987

）, p.13.

）
や
、「
不
正
行
為
の
概
念
は
判
例
に
よ
っ
て
よ
く
限
定
さ
れ
て
い
る
」
の
で
、

「
こ
の
表
現
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
適
合
し
た
申
し
分
の
な
い
も
の
」
と
す
る
評
価
（C
ham

oux, op. cit., n
o 5.

）、
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
159
） 
こ
の
法
案
は
、
そ
の
第
四
条
で
、「
故
意
に
、
権
限
無
く
、
記
録
さ
れ
た
デ
ー
タ
ま
た
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
取
得
し
た
者
」
を
罰
す
べ
き
も
の
と

し
て
い
た
（P

roposition A
ssem

blée N
ationale, n

o 352, 5 août 1986.

）。

（
160
） 

一
九
八
九
年
一
一
月
二
〇
日
付
け
毎
日
新
聞
夕
刊
。
設
置
台
数
を
比
べ
る
と
、
一
九
八
八
年
の
資
料
で
は
三
〇
〇
万
台
と
、
同
時
期
の
わ
が
国

の
「
キ
ャ
プ
テ
ン
・
シ
ス
テ
ム
」
の
四
万
五
〇
〇
〇
台
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
プ
レ
ス
テ
ル
」
の
七
万
六
〇
〇
〇
台
と
驚
異
的
な
開
き
が
あ
る

（
一
九
八
八
年
一
月
三
日
付
け
以
降
連
載
の
読
売
新
聞
「
生
活
情
報
新
世
紀

│
ミ
ニ
テ
ル
の
冒
険

│
（
一
）
〜
」）。

（
161
） C

ham
oux, loc. cit.

（
162
） P

hilippe R
osé, L

a crim
inalité inform

atique, P
resses U

niversitaires de F
rance, 1988, p.65.

（
163
） 

こ
の
よ
う
な
見
方
に
否
定
的
な
見
解
と
し
て
、
恒
光
徹
「
フ
ラ
ン
ス
の
一
九
八
八
年
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
立
法
に
つ
い
て
」
前
掲
（
註（
62
））

九
五
頁
。

（
164
） 

こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
新
し
い
刑
法
典
に
つ
い
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
編
『
フ
ラ
ン
ス
新
刑
法
典
』
法
曹
会
（
一
九
九
五
）
を
参

照
。
な
お
、
同
書
の
情
報
処
理
犯
罪
に
関
す
る
部
分
は
筆
者
が
翻
訳
を
担
当
し
て
い
る
の
で
、
以
下
の
条
文
の
訳
文
は
同
書
か
ら
そ
の
ま
ま
引
用
す

る
。

（
165
） 

島
岡
ま
な
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
の
最
近
の
動
向
」『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
第
三
巻
）
現
代
社
会
と
刑
事
法
』

成
文
堂
（
二
〇
〇
〇
）
二
一
九
頁
。

（
166
） L

oi n
o 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confi ance dans l’économ

ie num
érique, <http://w

w
w
.legifrance.gouv.fr/affi  chT

exte.

do?cidT
exte=JO

R
F
T
E
X
T
000000801164&

dateT
exte=> visited on D

ec. 26, 2011.

本
法
の
解
説
と
し
て
、E

m
m
anuel D

E
R
IE

U
X
, L

oi 

n
o 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confi ance dans l’économ

ie num
érique et le droit de la com

m
unication, JC

P
 n

o 29, 14 juillet 

2004, 1305.

（
167
） L

oi n
o 2004-575 du 21 juin 2004, art. 46-Ⅰ

.

七
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
一
六
）

（
168
） L

oi n
o 2004-575 du 21 juin 2004, art. 45-Ⅰ

.
（
169
） L

oi n
o 2004-575 du 21 juin 2004, art. 45-Ⅱ

.
（
170
） L

oi n
o 2004-575 du 21 juin 2004, art. 45-Ⅲ

.

（
171
） F

rédérique C
H
O
P
IN

, C
ybercrim

inalité, R
epertoir de droit pénal et de procédure pénal, 2009, p.3 et seq.

（
172
） 

渡
邊
卓
也
「
サ
イ
バ
ー
関
係
を
め
ぐ
る
刑
法
の
一
部
改
正
」
前
掲
（
註（
106
））
二
七
│
二
八
頁
。

（
173
） 

法
案
段
階
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
こ
の
よ
う
な
改
正
を
選
択
す
れ
ば
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
条
約
の
求
め
る
最
小
限
の
要
求
に
応
え
る
の
に
い
か
な
る
不

都
合
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
た
（Jean-F

rançois F
O
R
G
E
R
O
N
 et V

irginie P
R
A
T
, L

e projet de la loi 

portant approbation de la C
onvention sur la cybercrim

inalité, G
az. P

al., 2004, 1, D
octr. 80.

）。

（
174
） L

oi n
o 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confi ance dans l’économ

ie num
érique.

前
掲
（
註（
166
））
参
照
。

（
175
） 

本
稿
﹇
Ⅱ　
4　
⑶
﹈
参
照
。

（
176
） 

平
成
二
一
年
版
の
情
報
通
信
白
書
は
、
そ
の
後
の
フ
ラ
ン
ス
が
、
デ
ジ
タ
ル
経
済
を
将
来
の
成
長
の
エ
ン
ジ
ン
と
位
置
づ
け
、
包
括
的
な
国
家

戦
略
「
デ
ジ
タ
ル
フ
ラ
ン
ス
二
〇
一
二
」
を
発
表
し
、
大
規
模
な
投
資
を
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
総
務
省
編
『
平
成
二
一
年

版
情
報
通
信
白
書
』（
二
〇
〇
九
）
八
頁
以
下
）

（
177
） 

島
岡
ま
な
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ハ
イ
テ
ク
犯
罪
の
最
近
の
動
向
」
前
掲
（
註（
165
））
二
三
五
頁
。

（
178
） 

佐
久
間
修
「
情
報
犯
罪
・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
前
掲
（
註（
108
））
一
一
六
頁
。

Ⅵ　

む
す
び

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
研
究
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
パ
ー
カ
ー
は
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
の
著
書
の
中
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
は

一
つ
の
犯
罪
類
型
で
は
な
く
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
の
変
異
型
で
あ
っ
て
、
や
が
て
は
こ
の
変
異
型
の
方
が
優
勢
に
な
り
、
将
来
は
非
コ
ン

七
六



コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
と
刑
事
立
法
（
二
・
完
）（
南
部
）

（
四
一
七
）

ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
を
区
別
す
る
意
味
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る

（
179
）

。
そ
の
専
門
性
と
結
び
つ
い
た

特
殊
な
例
外
的
な
犯
罪
と
し
て
登
場
し
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
関
連
犯
罪
が
、
や
が
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
利
用
の
普
及
・
普
遍

化
・
イ
ン
フ
ラ
化
に
と
も
な
い
増
殖
し
、
旧
来
の
犯
罪
を
念
頭
に
お
い
た
犯
罪
統
制
手
段
を
凌
駕
す
る
に
い
た
る
こ
と
を
予
言
し
た
も
の

と
受
け
と
れ
る
。
事
態
は
、
情
報
処
理
と
進
化
す
る
通
信
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
の
融
合
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
、
パ
ー
カ
ー
の
予
測
が
前
提

と
し
て
い
た
状
況
と
は
そ
の
方
向
性
を
や
や
変
え
た
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
連
す
る
犯
罪
が
、
今
や
不
断
に
そ
れ
へ

の
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
普
遍
的
重
要
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い

（
180
）

。

本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
刑
法
学
の
直
面
す
る
今
日
の
課
題
を
意
識
し
な
が
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
対
策
刑
事
法

制
の
発
展
の
経
緯
を
跡
づ
け
、
今
後
の
方
向
性
を
探
る
作
業
を
試
み
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
わ
が
国
最
初
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
関
連
立
法
以
降
の
部
分
的
・
断
片
的
と
い
わ

れ
る
立
法
的
対
応
が
、
す
で
に
そ
の
中
に
伝
統
的
な
法
益
保
護
を
は
み
出
し
た
部
分
、
す
な
わ
ち
情
報
処
理
の
機
能
、
ひ
い
て
は
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
の
保
護
へ
の
指
向
を
胚
胎
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
一
九
八
七
年
の
最
初
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
対
策
立
法
前
夜
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
の
捕
捉
を
指
向
す
る
刑
事
立
法
発
展
を
示
唆
す
る
見
方
は
現
れ
て
い
た
。
た
と

え
ば
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
性
能
の
向
上
と
普
及
の
進
展
は
、
通
信
シ
ス
テ
ム
の
分
野
に
も
波
及
し
、
電
子
交
換
機
等
の
機

器
の
導
入
に
よ
り
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
自
体
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
と
み
な
し
得
る
も
の
と
な
り

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
複
数
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
間
で
情
報
の
通
信
や
処
理
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
コ
ン
・

・

ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
と
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
融
合
化
し
、

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
・

一・

体
と
な
っ
て
情
報
処
理
と
情
報
通
信
を
行
う
『
情
報
シ
ス
テ
ム
』
を
形

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
・

・

・

・

・

・
・

・

・

成
す
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

。（
傍
点
筆
者
）」
と
の
警
察
当
局
の
認
識
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る

（
181
）

。
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
二
月
）

（
四
一
八
）

次
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
利
用
に
関
連
し
て
生
じ
た
不
正
行
為
に
直
面
し
、
刑
事
司
法
と
刑
法
学
説
が
、
伝
統
的
な
刑
法
の
保
障
原
則

を
ふ
ま
え
た
解
釈
と
、
合
理
的
・
効
率
的
な
犯
罪
統
制
を
目
指
す
解
釈
と
の
間
で
揺
れ
動
き
つ
つ
、
立
法
の
方
向
が
模
索
さ
れ
、
わ
が
国

独
自
の
情
報
処
理
領
域
の
刑
事
立
法
が
発
展
し
て
き
た
経
緯
を
跡
づ
け
た
。
こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
情
報
処
理
犯
罪
固
有
の
規

制
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
総
合
的
立
法
方
式
を
採
ら
ず
、
既
存
の
処
罰
の
体
系
を
尊
重
す
る
控
え
め
で
現
実
的
な
対
応
を
選
択
し
た
と
も
い

え
る
方
法
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
刑
法
シ
ス
テ
ム
の
枠
組
み
へ
の
大
き
な
変
革
を
避
け
よ
う
と
す
る
慎
重
な
姿

勢
の
あ
ら
わ
れ
か
も
し
れ
な
い
。
大
胆
な
変
革
を
迫
る
主
張
に
応
え
る
よ
う
、
今
後
の
立
法
が
方
向
を
転
換
す
べ
き
な
の
か
は
ひ
と
ま
ず

措
く
と
し
て
、
最
初
の
刑
事
立
法
以
来
、
特
別
法
を
含
め
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
犯
罪
関
連
の
刑
事
規
制
法
制
の
体
系
が
、

情
報
処
理
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
保
護
の
方
向
性
を
も
っ
て
、
徐
々
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
状
を
注
意
深
く
み
ま
も
る
必
要
が
あ
る
。

（
179
） 

パ
ー
カ
ー
『
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
研
究
総
論
』
前
掲
（
註（
8
））﹇
序
Ⅻ
│
ⅩⅢ
﹈。

（
180
） 

佐
久
間
教
授
は
、
刑
法
典
誕
生
百
年
に
際
し
て
、「
近
年
の
立
法
論
お
よ
び
解
釈
論
に
お
い
て
、
刑
法
典
に
最
も
多
く
の
課
題
を
突
き
つ
け
た

テ
ー
マ
が
、
情
報
犯
罪
・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
の
領
域
で
あ
」
り
、
と
く
に
そ
の
背
景
に
は
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
を
契
機
と
し

た
仮
想
（
バ
ー
チ
ャ
ル
）
社
会
の
出
現
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
佐
久
間
修
「
情
報
犯
罪
・
サ
イ
バ
ー
犯
罪
」
前
掲
（
註（
108
））
一
〇
八

頁
）。

（
181
） 

警
察
庁
長
官
官
房
編
『
情
報
化
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
へ
の
対
応
』
ほ
う
し
ょ
う
出
版
（
一
九
八
六
）﹇
は
し
が
き
﹈。

七
八


